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損害保険会社のサービスです
の身になってお答えします。ご来店はもちろ交通事故のことでお困まりの方に、耳よりな

ん、お電話、おハガキでも結構です。お近くニュースです。全国 2'l 0 0余店の損害保険

の指害保険会社の支店・ 営業所へお気軽にど ．

うぞ。もちろん、無料です。

会社（火災保険会社）の窓口に開設した 〈交通

事故相談所〉をご利用することです。あなた
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予防時報

火災の予報と予防

地震と損害保険

プロパンスタン ドの防災

高層ビルの消火

高空の乱気流について

機械と人間 ・連発する飛行機事故に思う

火災からいのちを守ろ う

イギリスの消防

最近の化学工場における大災害

旅館の防火管理・本郷消防署の予防査察から・

座談会・石油工業の防災マ ンに聞く
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機の墜落事故が発生し，321名の尊い生命が ある以上，パイ ロットの操縦のミスは予想し

失われた。この述続事故は人心におおきなシ ておかなければならないことである。限界の

ョックを与え，飛行機の安全性があらためて ある人聞の能力に絶対の安全を期待したり ，

問題になっている。アメリカでおこなわれた

ある調査によると，1低マイノレ飛行機が飛ん

すべての責任をパイロッ トに負わすなどはま

ったく非科学的な態度と言わなければならな

で4年間平均 0.4人が死亡しているそうだ。 い。

そして，他の交通手段との比較 しかし，近代生活に欠くこと

：ι 予竜安明司翠治、；•：：；y·D~· ＂···

は事故率が大きいそうである。

しかし， l分から 3分の間隔で，まるでパ

スが発着するように大形ジェッ ト機が飛び立

ち着陸している現状を考えるとき，事故の絶

の最高のレベルで考えられており ，日に月に z

進歩しているのである。今回の事故の犠牲者 ！

のためにも，いたずらに当哨山L

て－な〈 ，その基本的な原医｜を徹底的に追求し，I 
無は望も、べ〈して盟みえないことて伊はなカ、ろ 日本航空界の暗黒!VJをりつti』こ釆りきること i
うか。さらに，旅客機がmachine-machine て－，めいふ〈を祈るべきて昏あろう。（塚原政恒） ｝



予防と予報

災害は，予防ができればL、ちばんよいが，予

報だけでも損害を軽減できる。たとえば，台風

などは予報はできるが，いまのところ予防はで

きない部類の災害である。

現状では，台風の発生を知ると，その進路を

計算し，どのような規模に発達するか，どのよ

うな性質の台風であるかを飛行機， レーダーな

どで観測して，予想進路にあたる地方に適切な

警報を出すぐらいなものだ。このような予報に

よって被害を軽減するだけで，予防はできない

のである。

地震は，いまのところ予報すら出せない災害

である。しかし近年，地震学者の中には， じゅ

うぶんな研究費をもらって精密な観測をおこな

えば， 10年ぐらいもすれば予報が出せるかもし

れなし、，と考えている人たちも出てきた。ある

種の地震のばあい，地絡が隆起または降下する

現象が認められているからである。このような

異常がどの程度の値に達したら地震が起こるの

か，隆起の絶対値が問題なのか，隆起の速度が

問題なのか，まだよくわかっていない。実験室

で繰り返し実験できるようなものなら結論はわ

りあいに早〈出せるが，自然にときどき起こる

地震をつかまえて資料を整えなければならない

問題なので，時聞がかかる。 しかし，その気に

なって勉強すれば，ある程度の予報はできると

いうことなのである。
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火災の予報！ ~m

中田金市

以上のものに反し雪崩（なだれ〉は，予報

はできないが，予防はできる災害である。急な

斜面に雪が積もれば，雪崩の危険があるという

警報は出せるが，いつ， どれくらいの規模の雪

崩が生じるか予報するのはむずかしい。しかし

じょうぶな柵を設けるとか，場所によ ってはス

ノーセ ットで雪崩の害を予防することができる。

火災は，予防も予報もできるばあいと，でき

ないばあいがある。簡単な例で説明しよう。

油のしみたポロ布を積み重ねておくと火が出

ることは，わりあいよく知られている事がらで

る。これは，油の分子構造の＇ i＇に不飽和構造が

あるばあいに起こるので，この部分に空気中の

酸素が結合する性質があり ，その発熱反応、なの

である。この熱が周囲に発散できない状態に置

かれているばあい，すなわち，ポロ布がうず高

〈積まれているために，中央部の熱が冷い大気

の中へ逃れ出るのにてまどるといったばあいに

は，中心部の温度はしだいに高くなり，油の自

然発火温度以上になると，発火燃焼する。これ

は，地織の隆起がある｛直に達すれば，必ず地震

を起こすとL、う事がらに対比できる。ただ，火

災は，この自然発火温度に達すると必ず起こる

が，地震の方はそのようにきまった値はっきと

められていない。

もしこのボロ布の中に感度のよL、熱電対を

入れておけば，このボロ布はいつごろ燃え出す

かを正確に予報することができる。また，発熱

はやむをえないが，温度が油のしぜん発火温度

以上に上がらないような冷却法を考慮しておけ



u，火災は起こらなL、。すなわち，予防もでき

るケースなのである。

温度が上昇すると危険なものに，火薬類があ

る。火薬の貯蔵所には，混度計測装置が施こさ

れているのがふつうで，これによって爆発を起

こさないように予防されているのである。

火災は一般に，予報や予防が困難

川崎市の金井ピルの火災を例に，この問題を

考えてみよう。

建築面積202.4mヘ延べ面積 1423.9m2のこ

のヒ・ルは，地下 1階，地上6階の鉄筋コンクリ

ート造りで，1,2階はパチンコとスマー トボー

ル， 3, 4階はキャバ レー， 5階は事務室と個

人（ピルの持主の家族〉の住居，6階は機械室

と従業員の寄宿舎，屋上に84m＇のプ レハブ建築

物があり，機械室と個人の住居にあてていた。

3階の一隅にステージがあり，その裏は更衣

室にあてられていて，木製の戸棚がズラリと並

んでいた。火はこの部分から出たのだった。た

ぶんホステスのひとりが，終業後タバコをすい

ながら着がえをし，脱いだ着物の中にタバコを

落としたのを知らないで，そのまま更衣箱の中

に押し込んだために火災になったと思われる。

もしこの更衣箱に感度のよい熱電対が仕掛

けてあったら，タバコの火が着物に燃え移り，

つぎに戸棚に移りしてゆく火災成長の経過がわ

かったはずである。こうすれば，火災を予防す

ることができる。 しかし実際には，火災を起

こすかもしれない場所があまりにも多しこの

方式は用いえない。できることといえば，スポ

ット型または分布型の自動火災報知機を取り付

けることてやあろう。

このピルにはそれが取り付け られていた。そ

のうえ，いっそう用心深〈 ，自動式のほかに，

もしだれかが火災を発見して，押しボタンを押

せば警報がなるように，2重装置になっていて，

これが各階についていたのだ。ところが，酔客

がときどきいたずらにボタンを押すので，火災

発生当時は電源が切ってあったとLづ。アメ リ

カでも，火災報知機をおもしろ半分に押すいた

ずら者が多いと聞いているが，タバコをポス ト

の中に投げ込んだりするやからと同じく ，その

反社会性はきびしく糾弾されねばならなし、。

この温度感知式の火災警報機のほかに，炎を

感知するファイア ・アイ式のもの，煙を感知す

るサーベラス式のものなども市販されており，

これらのほうが，温度式のものよりも早〈異常

をつかまえることができる。だが，いずれにし

ても，これらは，みな火災が起こってから通報

する性質のものである。これと自動放水装置と

を連動するようにしておけば，人の気付かない

うちに火災を消すこともできるが，要するに，

火災が起こってから警報を発する装置であって，

火災の予報をするものでもなければ，火災を予

防するものではさらにない。

西武百貨店の火災のように，引火性の強L、溶

剤に溶かした殺虫剤をまいた床に，火のついた

マッチを投げ捨てれば，火事になるのはわかり

きっている。作業中はもとより，作業がすんで

も， 溶剤が蒸発してしまって引火の危険がな〈

なるまで，タバコを吸わせなL、ぐらいの注意を

与えたL、。酸化性の薬品と可燃性の薬品，また

は物質などは，地震のとき戸棚が倒れてもいっ

しょにならないように離してお〈 ，というよう

なことも，常識として励行されていることで，

これが火災の予防法であることは明らかである。

だが一般の火災が，台風が刻こくと迫ってく

るようすを予報するように，ある特定の場所が

しだいに発熱してきて発火するぞ，というよう

な予報はできないということなのである。

風が強〈て，火を出したら火災になりそうな

ばあいとか，湿度がきょくたんに小さくて，さ

さいなことで発火し，火のひろがりが早〈なり

そうなときとか，フェ ーン現象が起こりそうな

気象条件のときとかには火災警報が発せられる。

これは火災を予防しようとしているものだが，

人びとに呼びかけて火の用心をさせる予防で，

物理的な機構で巧みに火災を予防しようとする

のとはちがって，人間の注意力にも限度がある

からあまりあてにならなL、。犬が石油ス トープ

をひっくり返して火事になった例もある。ひっ

くり返っても火事にならない石油スト ーブ，ゴ

予防時報 3 



ム管がはずれると自動的にガスの出が止まるガ

ス栓などいろいろ開発されているし，今後も火

災の危険を軽減させるような発明考案はつぎつ

ぎと現われ，火災予防に貢献するであろうが，

それにもかかわらず，出火件数は年々ふえてい

るのである。火災の起こる原因が無数にあり，

火事になるかならぬかの兼ね合いの状態で，危

険物を取り扱わねば，現代の日々の生活は成。り

立たないのだから，神ならぬ人聞が誤って火を

出すことのほうが予想され，火災の完全予防な

どは当分不可能だと思い知ったしだいである。

火災予防は小さな注意から

出火の原因でいちばん多いのはタバコ， つぎ

は火遊び，こんろ，たき火，ス トープとなって

いて，ここ数年この順序は変わらない。みんな，

ちょっとした不注意から大事をひき起こしてい

るのである。

列車の中でよく見かける風景であるが，列車

を待つ状態が，座席にすわった態様に変わった

瞬間にーぷくやりたいものらしく ，やおらポケ

ットからタバ コを取り出し，マッ チで火をつけ

て深〈吸う。不要になったマッ チのゆくえはど

うなるかと見ていると，座席のそばに吸殻入れ

があるにもかかわらず，たいていの人がポイと

床に投げ捨てる。教養豊かそうな紳士ですらそ

うである。 ドイツ人がケチな証拠にマッ チの燃

えさしを箱の中に入れて持って帰ると言った人

があったが，とんでもない。それが紳士たる者

のエチケッ トなのだ。この心得があれば，西武

百貨店の火災は起こらず，なん人かの人を焼死

させずにすんだはずである。たかがマッチのす

て方にまでいちいち文句を言うな，と言う人が

あるかもしれないが，火災の予防にはこんな小

さな注意が必要なのである。

茅さんなどが小さな親切運動を提唱して大い

に成果をあげておられるが，わたくしは小さな

注意運動を唱えて，火災予防に尽したL、。火災

の第2，第3等々の原因は，みんなちょっと注

意すれば起こさずにすんだはす‘のものである。

したがって，火災の予防は昔から耳にたこがで

4－予防時報

きるほど聞かされている 「火の用心」に尽きる

というもっとも平凡にして，なかなか完全には

守りきれない結論になってしまうのである。

物質面で火災の予防に有効な方策はないかと

L、えば，ないことはなL、。建築物は木造をやめ

て鉄筋コンクリ ー トの耐火構造とし，中に入れ

る内装材や家具什器など ， せんよ；不燃材や~iffi燃

材にすることである。アメリカでは，机や書類

箱などはスチール製のものを使うのが当り前の

ようになり，カーテンなど も不燃性か要Ii燃性の

もの以外には使わないらしい。したがって燃え

るものといえば，紙ぐらいのものである＠その

うえ，人間ひとりが占める面積を，日本より広

〈取っているので，単位面積あたりの可燃物の

量は，はるかに少なくなっている。

このように，物心両面から火災の発生のチャ

ンスを少なくするよう心掛けたいものであるω

新しい火災と予防

世の中が進歩するにつれて，これまでにはな

かったような火災が起こってくる。

西武百貨店の火災，新潟市の昭和石油の原油

タンクの火災，室蘭港におけるタンカー・ ハイ

ムワルド号の火災，昭和電工の火災，勝島倉庫

の火災，滋賀県庁別館の火災，名古屋市の石川

島播磨造船所における第3ブリデストン丸の火

災，西宮市のLPタンクロ ーリーの火災などが

思L、出される。

百貨店の火災はそれほど珍しくはなく，方ぽ

うてe起こっている。西武百貨店のばあいは，終

戦後その使用がひんぱんになった殺虫剤が原因

である点が新しL、といえる。このケースは，前

に指摘したように，マッチの使！日にもっと注意

すれば防げた火災であった。

昭和石油の原油タンクの火災も，室蘭港のタ

ンカーの火災も，前例がなかったわけではない

が，消防の動員しうる総力をあげての消火作業

もむなしく，数日または数十日燃えつづけた点

に問題がある。タンクも タンカーも将来ますま

す巨大化する ことは必至なので，消火の困難さ

はいっそう増すと考えられるから，適切な予防



法が諸ぜられることが望まれる。そのためには

出火の原因が明らかにならなければな らない。

出火原因が静電気によるのか，浮き屋根がタン

ク本体と衝突したときの火花によるのか，目下

原因調査中である。

タンカーのばあいは，タンカーが岸壁に衝突

してできた破口か ら原れ11が海面に流れ出し，引

きJD・で使っていた似火か ら引火したら しい。 小

さな舟で裸火を絶刈に禁止されては困るばあい

もあろうが，危険が予想されるときくらいは，

ある程度の規制はやむをえないのではなかろう

か。

昭和電工と勝島倉庫の火災は，いずれも最近

の化学工業の発展の途上において，工場安全に

もっと関心を抱けとの警鐘である。各地にぞく

ぞくと巨大な石油コンピナー トが建設され，危

険物が多量に高温 ・高圧で分j押され，パイプで

送られ，反応筒内で重合されるとLづ操作が繰

り返されている。最初はキチンとできていた装

置も，年とともに腐食漏えい（洩〉も起こりが

ちであるから，工場の安全管理に もっと金と人

をかけて，災害の予防に努めてほしL、ものだ。

滋賀県庁別館の火災は，ダクトシュ ー ト内に

防音のためにはってあったモルトプレンが，電

線のショ ー トのさL、，アークで燃えたのが原因

である。第 3ブリヂストン丸のばあいは，液体

プロパンタンクの熱しゃ断のためのウレタンフ

ォームに，作業中の火気から引火した。滋賀県

庁別館の火災のケースと同様に，燃えたのは戦

後発達した高分子化合物で， しかも垂直に立っ

ていた部分なので，煙突作用で熱気が上昇し，

：燃焼を促進したものである。可燃物のそばで火

花または炎が出るような作業をするときの注意

が不じゅうぶんであった。防炎幕などもあるこ

とだし，もっと防火に注意してほしかった。

これについて思い出すことがある。最近の化

繊綿は軽くて暖かく ，人気がよいようであるが，

石油スト ープなどひっくり返して油火災となっ

たとき，ふとんで押えろという苦からのやり方

をすると，本当の綿とは違ってぺロリと溶けて

しまって失敗したという話しである。新しL、材

桝は使い方に注意がたいせつという例である。

L Pタンクローリーが転覆 して，LPが街路

上に流れ出たらたいへんだと，かねて心配して

L、たことが，とうとう昨年西宮市で、起こった。

タンク本体はじようよ；にできているが，安全弁

が突き出ているので，転倒したさいこの部分が

折れて内容物が流れ出たということである。も

しそうだとすれば，それを防止する構造を取り

つけることは簡単なので，今後のタンクローリ

ーはそうしてほしい。プロパンの需要は今後ま

すます増大すると思われるので，プロパンによ

る火災の防止はしんけんに考えなければならな

h、問題である。

まだあまり多くはないので問題は起こってい

ないが，消火活動の困難，人命救助の困難が予

想される超高層建物，地下商店街，地下駐車場，

無窓建物などが今後ますます多〈なるだろう。

そして消防にとって新しL、問題が起こるにちが

L、なL、。超高層建物に刻しては，屋内消火栓，

スプリンクラ ー， 避難階段の設置などを要求し

ているが，排煙の問題も考慮、して適当な設備が

施されることが望まい、。地下街，駐車場など

も，排煙にはじゅうぶん注意した構造とし，袋

小路をな〈し，階段を多〈設けて避難を容易に

した構造でなければならなL、。無窓建物では排

煙の問題はもちろんであるが，消防隊が進入で

きる入口，人命救助のばあいの開口部など考え

ておかなければならないだろう。

前にも述べたように火災の予防は困難であり，

物心両面の努力が必要であることは，新い、火

災に対しても同様である。いろいろのばあいを

予想して実験をおこなL、，保安設備を完備し，

災害をすこしでも軽くするように努力しなけれ

ばならないと思っている。（筆者：消防研究所長〉

予防時報－5



地 震 と損 害 保険

本芯編集部から「地震保険」について，原稿

の依頼を受けたのは，昨年12月であった。当時

地震保険は，本年4月以降に実施が予定されて

いた。画期的な地震保険を取りあげる：ロ図は，

意義のあることだし，本，誌の発行されるころに

なれば，内容もある主主皮固まることと思ってお

引き受けした。しかし，実際には今回の地震保険

制度の骨子をなす「地震保険法」ならびに「地

震保険特別会計法」は，法案すらまだ国会に提

出されていない段階なので，期待されていたよ

うな紹介i記事が古けないことになってしまった。

それでとりあえず表組も「地震と損害保険」

とし，今回の地震保険が生まれるまでに損害保

険業界が，この問題にし、かに取り組んできたか

という，いわば背畏といったことを中心に取り

上げ，いちおうの責任を果すことにしたい。

地 震 と人 類

地時の原因について算定会の井沢博士は「高

温高圧下において，溶けるにも溶けられず平衡

している岩の状態に，ある別の原因で地球内部

の熱が局部的に集11-1すると，温度と圧力のバラ

ンスが破れて岩が溶けはじめる。溶けた岩は膨

張してまわりの溶けない岩を圧迫する。まわり

の宕に割れ目があり，それが地表まで達してい

ると，溶けた右石が割れ目を伝って地表に昇り，

三原山のように噴出する。剖れ目がなくて外へ

の出口がなければ，溶岩はまわりの岩を圧して

うち壊す。これが，現在では地主主であると考え

られている」と明解に説明しておられる。しか

し地球内部の熱が，なぜ局部的に集中するの

かについての説明がないが，これも早l札地震

学界の研究によって明らかにされるであろう。

地誌にともなう現象のうち主なものについて

6－予防時毅

土
口 田 六 郎

記録を調べてみると，明治24年の濃尾地誌のと

きに現われた大断層は，世界的にもひじように

有名なもので，延長数十 kmにわたって，日さ

のい、違いが 6m，水平のずれが2mにも及ん

だところがある。

また，関東大淀災のとき，本郷地区では振動

の1/1国が9cmにもおよんだと推定されている。お

なじく関東大震災のとき，三浦半島の油査で約

1.33m隆起し，神奈川県の秦野町を中心に約 l

m沈降したことが記録されている。しかしこ

れは陸上での変化であるが，相模湾の海底測立

では100～200m，場所によっては 300mの地線

変動をおこしていることからみても，その異常

さが想像されよう。

弘化4年 3月 (1847年〉出足の大地廷では，

山くずれによる土砂が犀川をせきとめて，自然

の大貯水池と なり ，それが20日後に決壊して31

か村600軒以上が流されている。関東大m災の

ときに根府川て、起こった山くずれは，村落の大

半と，停車中の列車が乗客を来せたまま海底に

葬り去られた。山津波は， くずれ始めのころは

たいした速さでなくても， しだL、に速度を増し，

根府川の例でも最後には4kmを約10分で走った

といわれている。

地震にともなう地鳴りは，土地の振動の中で

比較的周期の短いものが，音波として空＇ i＂に は

L、り込み，われわれの耳に達するものである。

地長津波も，鎌倉で人聞の背丈の3倍，熱海

では nmの波がきたし，伊東では lOOtの漁船

が浜辺から 400m 陸上へ打ち上げられ，引き

波によって 300軒ばかりの家が海に吸いこまれ

ている。

地援にともなう火災の損害について調べてみ



ると，関東大51£災のばあL、，つぎのとおりである。

全波 128000戸 ｜死亡者 99 000人

半壊 126000戸 ｜負傷 者 103000人

焼 失 447 000戸｜行方不明 43 000人

したがって，半壊のI/2を全壊として全mに換

算すると，約 638000戸が全損になったことに

なるが，このうちじつに 447000戸が焼失して

L、るのであるから，半壊以上の地沼山吉は7096

が火災によるものであるということになる。こ

のように地誌とこれに続く火災とは，きわめて

密接な関係にあることが理解できょう 。

以上主として地底に伴なう自然現象と火災の

すさまじさを述べてきたが，これは地誌を人類

が最大の自然災古として恐れた珂由を少しでも

再現し，これから地込・保険を取り扱ってゆかね

ばならない保険関係者の心構えの一助にもなれ

ばと，考えたからである。筆者自身，改めてそ

の災害の容易ならざるものであることを白党し

たしだいて・ある。

世界の地震国日本

地誌のよ〈発生する ， 帯状の地域を地以~1：：と

L、う。地i心部2はふつう大陸と大洋の境界，また

は大陸と大陸との境界にある。世界には主な地

震帯がふたすじあり ，そのうち 1本は太平洋沿

岸すなわち，ニュ ージランド，ニ ューギニア，

フィリッピン，沖縄列島，日本列島，千島列.Gi.

アリュ ーシャンを経てアラスカからチリに至る

L、わゆる「環太平洋地元日明日であり ，他のひと

つは，地中海の端にはじまり ， トルコ，ヒマラ

ヤを経て，1p;J＼：，シベリヤに至るものと，マレ

一半島からセレベス，ニュ ーギニヤに至るもの

にわかれているいわゆる「欧亜地震帯」がそれ

である。

日本は回全体が郡太平洋地震帯の中にはL、っ

ているが，これを分類すると，千島列島から日

本列島の太平洋側にそって台湾に至る外側地炭

帯と，円本列品の内側を日本海沿岸にそって走

っている内側地51/i：帯のふたつになる。

一般的にL、って外側地辺司；：は，大規模なもの

が多いが，その多くは海岸よりはるか沖合の海

底におこるので，陸地の被害は軽くすんでも津

波を伴なう ことがある。

内側地；五千Iiではあまり大きい地震はおこらな

いが，人口の密集している海岸地帯におこるこ

とが多いので，被害は大きい。 1900年から1949

140・160・， 180・160' 140' 40° 

70' 

60' 60" 

40' 

20' 20・ 

『

20・ 

~o · 

予

20・ 0・ 20・ 40・ 60・ 80・ 100' 120・ 140・ 160・ 180・ 160・ 140・ 120・100・ 80・ 60・ 40・

世界の大地震分布図一一1900年～ 1949年まで （マグニチュード6以よのもの〉

予防時報－T



年までの50年間に発生した M Cマク．ニチュ ー

の 6以上の地震を点と して記入した世界地図

をみると，日本列島はまっ黒になっており ，外

国の保険者が，日本列島全体が年中ゆれている

ような印象をもっているといわれるのも，むり

からぬことである。

地震 と損 害 保 険

地震約款

火災保険普通約款第5条第1項第9号には「原

因が直接であると否とを問わず，地震または噴

火によって生じた火災，およひ．その延焼その他

の損害は，てん補しなL、」と定めている。これ

が地震約款といわれるものであり ，火災であっ

ても地震火災を担保することは，その異常性か

らみても，とうてい料率の調整程度では解決の

つかないものであり ，保険制度自体の成立を危

う〈するために，とられた防護手段であるとい

うことができる。

このことは，消防白書によると昭和39年度の

火災による建物の焼失面積が 2530362m2（約

770 000坪〉すなわち， 1戸の平均約20坪として

も約38500戸程度であるのに対して，前にも述

べたとおり，関東震災の焼失戸数が447000戸で

あり ，これだけで平年の約11.5倍にあたるとい

うことからみても明らかであろう。

このように損害保険会社は地震約款によって

好むと好まざるとにかかわらず，地震という災

害と浅からぬ因縁で結ばれることになっている

のである。

2 関東大震災と損害保険会社

運命の午前11時58分として，世界を驚かせた

大正12年9月1日の関東大震災は，はからずも

創業40年に満たない日本の損害保険会社を，か

つてない大きな試練のふちに落とし入れた。

多数の被災者は衆をたのみ，また市議会は人

気取りから見舞金の支払いを強要してきたので

ある。当時の損害額は，約数十億円もしくは数

百億円であるといわれていたが，このうち火災

保険契約の付されていた金額は，20～36億円と

推定されていた。

8－予防時報

内地会社36祉の総資産は，合計でわずかに2

億3000万円程度であったから，この要求が業界

に与えたショックのいかに大きかったかが想像

されよう。

時の政府も世論の重圧に耐えかねて，大正13

年に至り ，総額75366000円におよぶ見舞金を

損害保険会社に出させるに至ったのである。

醸出金の内訳をみると，つぎのとおりである。

自己資金 11808000円

政府借入金 63558000円

この政府借入金の償還は20～50年となってL、

たが， 1カ年間の納付金は年収保険料の12%に

もおよび，損害保険会社の経也’に大きな打撃を

与えるに至った。

日本で営業していた外国会社は28社であった

が，それぞれ本社の指示にもとづいて「地震よ

り生じたるいっさいの損害に対し，責任を負う

べき業務上および道徳上の義務あるべきはずな

し」とし、う態度を表明した。

大正12年11月26日，各務火災保険協会会長は

東京に残っていたサウス ・ブリティシュ社の東

洋支配人ハナフォ ード氏と会見，国内会社の大

勢を説明するとともに，日本の会社と同一歩調

をとることが，将来日本において’jメ；来する上に

宜便であるから，さらに木干上と協議されたい旨

の希望を伝えた。これに対しハナフォ ー ド氏は

「日本の震災地を踏査しその惨状を目撃すれば

真に同情にたえないしだいである。しかし，保

険会社が保険約款を超越して，とくに 1WJJの見

舞金を被保険者のみに提供することは，企業の

将来における悪例となり ，しぜん公平を失する

おそれがあるから，見舞金を出す以上は，保険

契約に拘泥せず，また被保険者のみに限定せず，

一般り災者に贈与することこそ至当である」と

述べたことが，井口武三郎氏の「火保助成金の

真相と普後処置」に掲載されているが，まこと

に名言であるといわねばならない。

3 地震危険担保の努力

損害保険業者にとって地震災害は，

①損害額が巨額である。

② 損害額の平均値が求め聞い、。

①時間的な逆選択を受ける。



① 損害査定に困難を伴なう。

① 地)J:i観測が進歩すれば偶然性が失われる。

など地震保険の困問L性を指摘し，地震保険約款

の上に安住していたのではない。

一般的にはあまり知られていないが，

① lj災後外同会社が，地元Q・風水害などの首

業認可を受けたこと。

② 戦後毎年のよう に発生した広範囲におよ

ぶ水害から建設省が国首保険を111-画したこ

と。

などに刺激されて，民営保険による国民大衆へ

の奉仕を企図して，昭和27年2月業界に，地震

風水害保険調査委員会が設けられ，地元三：保険の

民営問題を28年2月までに19回にわたって研究

したこ とがある。

当時検討された案の骨子は，

① 対象は専用住宅，およびf)f：川住宅の辿物

と家HJに限定する。

① 全祉のプール制とし民閉会社はおおむね

その8596前後を政府に比例出再する。

というものであった。

しかし，この案は業界内部としても，全面的

に受け入れられるに至らなかったし，政府側に

もさしたる反応がなかったため，実現をみるに

至らなかったが，この検討を通じて業界が歴史

的に，また技術的に地震危険をよく分析し，危

険度測定の道を開L、たことは，忘れてならない

大きな功績であると考える。

一方，昭和28年末に，日本石油精製社から出

された，地震危険を含むオール ・リスク担保の

要請は，業界にとってまさに青天のへきれきと

い 、うべき事態であった。それは単に担保の要

求ばかりではなく ，内地会社による引き受けが

おこなわれなければ，外国会社付保もやむなし，

という内容のものであったからである。

この問題が契機となって，分担7社のうち安

田， 東海，住友の3社が中心になって検討を続

けた結果，昭和31年9月に認可をうるに至っ た

のが，火災保険契約の拡張担保と しての「地震

危険担保特約条項」である。この認可申請にあ

たって安田の三輪業務部長（現日本機械保険連

盟専務理事〉は，「まず引き受け制限の問題であ

関東実雇災05惨1犬（浅草〉

るが，いうまでもなく ，地震損害や風水害は，

一時に広範な地域にわたり発生する。したがっ

てこれによって経世の安定を害したり ，他の保

険のための準備金をとう尽 したり， それほどで

なくても，当該年度の官業に大きな赤字を計上

したりするはめに立ちいたらないよ うにするた

めには，自衛上からも，公共的責任上からも，

引き受けを極度に制限せざるをえなL、。したが

ってけっきょく お互いが引き受け抑制のために

L、かに自制 し，協力するか，その有効方策とし

ていかなるものが考えられるかを，まじめに研

究して，万ーにも前記のような事態に陥らない

よう ，現在において備えるということが，問題

の根本であると思う」と強調した。

一方，東京海上の菊地火災業務部長（現東海

常務〉は， 「わたくしは卒直にL、って，この新

種目の哲業認可が，将来のわが国損保界の死命

を制するがんとな らなければと祈っている。 も

しわれわれ同業者が，官業競争の手段として，

この担保を乱売し，冷静な保険者としての判断

と，良識を失うならば，その結果は恐るべきも

のを招くことになる。すくなくと もこの種目の

営業に関する限り ，いたずらに競争心理に刺激

されず，完全な同業社の協調を前提として慎重

に行動し，悔を残さぬよう心がけたいと願う」

とそれぞれ談話を発表（昭和31年9月4日保険

毎日〉。その引き受けは，きわめて限られた範囲

に限定されるべきであること，同業者の協調に

よって不当競争に陥L、ることのないよう戒めて

予防時報－9



L、る。

この特約は，大口企業物件を刻象として，どう

にか需要を満たしていたが，新潟地ffi.による昭

和石油の地震火災を契機として起こった，主と

して石油ならびに石油化学工場の，地震危険担

保の需要増は，京浜コンビナート地区における

危険の集積をきたし大きな問題となっている。

この問題の解決は，認可申請にあたって業界

のもっていた良識に立ちかえることが，必要で

あるとともに，地域ごとに，できるだけ正確な

需要予測を立て，国内保有と海外出再可能額の

範囲に，元受けの金額を制限する（コインシュ

ランスの採用， トッ プリミッ トの設定，ハイデ

ダクティブルの採用〉などの処置が必要である

と確信している。 しかし，現在まだその機運が

熟さないのは遺憾のきわみである。

地震保険制度の概要

損害保険業界は再び，家計保｜換を刈A象とする

地！I~保険の可能性を検討するため，昭和37年協

会企画委員会の下部機構として「地辺保険専門

委員会」を設け，主として関東大京災が再来し

たとするならば，現在引き受けられている火災

保険契約との関連から，損害額はどうなるかを

推算する作業をおこなっていた。

たまたま昭和39年6月16日の新潟地長は，議

会に地長保険制度の創設を付帯決議させるに至

り，この結果，大蔵大臣は保険審議会に対し

「地震保険制度創設の具体策はどうか」と諮問

した。

審議会は周年9月，工藤昭四郎氏を委員長と

する地震保険小委員会を設け，検討を開始し，

昭和40年4月23日 「地震保険制度に関する答申

書」を出した。答申書の内容については，種々

報道されているので詳述を避けるが，検討され

た諸問題について，その結論を述べると，おお

むねつぎのとおりである。

1 保険の可能性

明治初年以来昭和39年までの97年間に生じた

地震のうち，被害記録のあるものが72回ある。

これが今日再来したとしても，現在保険に付さ

10一予防時報

れている普通物件 （住宅，店舗i，事務所など〕

が被るべき損害額を推計すると，周期間の損害

総額は 2兆 4000 億円で，そのうち関東大震災

のみにより ，約2兆円の損害が生ずると推定さ

れる。すなわち火災などが，ひん度や損害額に

おL、て，だ－，、たい平均しているのに比べ，地震

は被害がまったくない年がある一方，いったん

起こると，突発的に異常巨大な被害をもたらす

特徴をも ってお り，民間損害保険会社の担保力

をもってしては，とうてい処理しえないもので

ある。

しかし長い年月を通じてみると，地誌による

被害額は火災のそれに比べて，それほど大きな

ものではなし 巨大な震災を除外して考えるな

らば，民世保険でもじゅうぶん処理することが

できる。したがって，通常の企業ベースをこえ

た，長い期聞を基として保険収支を考えうる国

が，これに関与し，かっ，いわゆる逆選択を防

止する措置を講 じ，また一地廷による損害の過

大な集積を避けるなどの方法を考えるならば，

これを保険制度に組み入れることも必ずしも不

可能ではない。

2 保険の目的 （対象物件〉

企業物件については，いちおう地以危険担保

特約によって，担保されることになっているこ

と，およびこの制度創設の目的が，地長災害に

備えての国民一般の生活安定に資すことにある

との見地から，保険の対象物件としては，住宅

ならびに併用住宅の建物と家財に限定する。

3 保険事故

事故の原閃については，社会的な衡平の見地

から，地震のほかに噴火および地長津波をも含

める。

担保危険の範囲は，火災のみに限定せず，損

壊，埋没，流失をも含める。

火災危険のみの担保であれば，モーラルリス

クを招く おそれがあることのほかに，一般大衆

の要請をも考慮したものである。

てん補する損害は，全焼，全壊などの全損に

限定する。ただし，ここでh、う全損は物理的な

全損ばかりでなく ，復旧費用が建物の価額をう

わ回るような，いわゆる経済全損も含める。分



損を不担保としているが，これは主として，損

害査定の困難性によるものである。

4 引き受け方法

契約者にある程度の選択の余地を残すという

立場ーから，住宅総合保険，店舗総合保険に自動

付帯させる。

5 保険金額

民間保険会社の担保力，匡｜の財政力，料率な

どの点から， 「支払保険金額は，付帯される保

険の契約金額の少なくとも3096を建て前とし，

かつ 1契約物件ごとに住宅については90万円，

家財については60万円，合；「 150万円程度をも

って支払限度とすべきである」としている。

（注） 上I：己の制限額を保険技術上「てん補限

度額」とすべきか， 「保険金額」とすべきかは

議論のわかれるところであるが，大衆の誤解を

避ける怠l床から「保険金額」とすべきであると

いう怠見が強い。

以上のような個別的な引き受け制限のほかに，

I事故による支払金の総額を，3000低円として

丸、る。したがって，支払保険金の総額が，3000 

億円を超過するときは，てん補金をJ也過したわ

りあいだけ削減することになる。

6 保険料率

採算ベースを基とした合理的なものであるこ

と，付加率は極力圧縮すること，地域，椛造に

よる絡差を大き〈しないことが要請されている。

（注〉 地震保険料率は現在算定会で検討され

ているが，等地3区分，構造2区分になるもょ

うである。

7 保険機構

民間の力の不足するところを補うため，長j別

収支を考えうる立場にある国が，干l]：保険を引き

受ける。

すなわち，ある一定限度までは，民間だけで

負担し，その限度額を趨過したものを，第 1段

階は民間と政府が比例的に負担し，第 2段階は

全額同が号｜き受けるエクセス ・ロスカノ《一方式

である。

（注〉 民間消化の部分は元受会社がプール配

分を受け負担するものと，設立を予定されてい

る地震保険会社が，負担するものにわけられる

予定である。

業界は上記答申書具体化のため「地震保険特

別委員会」 「同小委員会」さらにその下部機構

として，約款，査定，事務処理，月掛の4分科

会を設け鋭意検討を続けており，法案も今国会

で審議されることになっているから，ことしこ

そは国民待望の地良保険が実現するものと確信

している。

む す び

以上， 地)1~保険をめぐる諸問題を概観してき

たが，損害保険関係者として，つぎの諸点は念

頭に入れておかねばならないと考える。

の 今回の地震保険が実現されれば，これは高

度の経営理念に基づく民間保険会社と，国家

の協力によって，不可能を可能ならしめたも

のとして高く評価するとともに，業界人とし

て責任の重大性を自覚する必要があること。

'£, 分損不担保，個別的な引き受け制限，総額

制限 （3000億円）などがあり ，保険としては

そうとうな無理があるので，り災のぱあいに

は大きなトラブルが予想されること。したが

って，安易にこれと取り組むことなく，事前

のPRをおこなうのはもちろん，じゅうぶん

な心構えをもっていること。

③ とうぜん予想される中小企業物件からの要

室に対して，なんらかの手段を考える必要が

あること。

① 大震災があれば，それに伴なって所有有価

証券の大幅な値下りが予想されるほか，拡張

担保契約の支払いにも応じなければならない

から，綿密な資金計画を立てておくこと。

（正 日本人の付和雷同性と，法秩序無視の習性

から予想される無謀な要求に対しては，再び

関東大震災におけるような，政治的な妥協を

排除する決意を固めること。

① 防災活動も火災防災にとどまらず地震，噴

火防災にもカを入れるよう配慮すること。

最－後に，いっこの制度が大きな試糾に辿過す

るか予測できないが，そのときこの制度のため

に関係者にひとりの犠牲者もでることなし 円

滑に運註されることを願って筆を置きたい。

（筆者 ：安田火災海上・ 技術課）
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？プロパンスタンドの防災

急増するプロパンスタンド

プロパンが一般家庭用だけでなく，近年各種

工業用原・燃料用とともに，自動車用燃料とし

て用いられるようになり，その消費量が急激に

増大しており，これに応じて，プロパンスタン

ドの数が，と〈に大都市を中心に急激に増大し

ている。この伸びがあまりにも急であるため，

プロパンを取り扱ううえでの保安管理体制がじ

ゅうぶんそれに追いつかず，災害事故の発生に

つながるなど，大きな社会問題となるばあいが

多い。

プロパンスタンドは，現在東京都に約100カ

所，大阪府に約50カ所，全国にすると約420カ

所ある。規模は貯蔵量が10～20t，ディスペン

サーが2～3個のものが多い。スタンドは石油

精製工場，石油化学工場あるいは輸入基地から，

だL、たい5～7t積みのタンクローリー， ある

L、はタンク車〈タンク車のほうが圧倒的に少な

L、。〉で運搬され，これをプロパンタンクに受け

入れ，このタンクからディスペンサーを迎じて

自動車の容器に供給することをその業務とする

ものである。したがって主要設備としてはプロ

パンを貯蔵するタンクと，受け入れるためのポ

ンプあるいは圧縮機，供給するためのポンプ，

ディスペンサーがあればよL、。付属設備として

は，これらを結ぶ配管や計測ないし保安のため

の設備がある。

作業は受け入れと払L、出しであり，いわゆる

加工工程がなく単純なものであるが，プロパン

が次項に示す危険性を有し，これに対する災害

防止のため，事業所は諸施設について保安距離
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をはじめレイアウトおよび各設備についての保

安上の規制や，運転保守ならびに保安監督のた

めの作業主任者制度などの規定に従わなければ

ならないのである。

プロパンの性質

プロパンの取り扱いが，高圧ガス取締法に基

づh、て厳重な規制を受けるのは，プロパンのも

つ性質すなわち危険性のためであり，関係者は

この性質を知っておかねばならなL、。そのおも

なものは，つぎのとおりである。

1. プロパンは引火しやすいこと。都市ガス

の燃焼限界（空気中〉が5～37%に対し，プロ

パン2.3～9.5%，ブタン1.8～8.4%であり ，こ

の範囲にあって，引火源さえあれば，たちまち

着火するので，ガスの漏えいと，着火源になり

うるものとにじゅうぶん注意せねばならなL、。

2. プロパンは空気より重〈 ，低所に滞留す

ること。空気に対する比重はプロパンが約 1.5. 

ブタンが約2であり，漏えいしたばあい低いと

ころをはって行くので，着火源に到達しやすい。



3. プロパンは，液状からガス状になるとき，

その体慣が急、激に膨張すること。たとえば，概

数でこの関係を示すと，液体 lkgは比重 0.5で

2lの容積であるものが，気体になると容積500l

すなわち250倍になる（ブタンのばあい比重0.6,

気体容積400lで容積倍率がプロパンのぱあいと

変らなL、〉。これはボンベで圧縮液化されて輸送

するに便利な反而，たえず，外に向かつて押し

出ょうとし，漏えいすれば広範囲にひろがって

1t ＜ことを立l床している。

4. L Pガスは気化するとき，気化熱（プロ

ノミン107kcal/kg，ブタン92kcal/kg）をうばう。

容器ーから液状のLPガスがもれると，周囲の空

気を冷却し，またその液が人体にふれると凍傷

をおこす。またゆるんだパルプが凍結し，閉止

が不能になる危険性をはらんでいる。なお気化

濁度がプロパンとブタンでl品、ちじるしく異な

る。そのときの圧力により異なるが，大気圧の

もとでは，それぞれ氷点下42.1度，氷点下0.5

度である。

5. 温度上昇にともなL、，液体も膨張する。

これはLPガスに限らないが，温度が上がると

ガス状でも液状でも一定容器内の圧力が上がり ，

液は膨張して安全空聞が減るので，過芳てんし

ないように，一定の充てん系数がガスの極類ご

とに定められている。すなわちlm3に対し液化

プロパンは1/2.35 t，液化ブタンは1/2.05 t以

下でなければならないことになっている。なお

熱膨張のわりあいを示すと，温度が15度から60

度まで上がるばあL、，液化プロパンは19.396, 

液化ブタンは10.096増加する。

以上の諸性質が，設備の設H「，配置，運転そ

の他のII}(り扱いにあたり基本的に考慮されるべ

き事項である。

主要法的規制

高圧ガス取締法（以下「法」という〉により

規制を受けている事項，および内容は，きわめ

て広範囲であり ，すべてをつくすことはできな

九、。ここではプロパンスタンドに関係ある，お

もなものを述べることにする。法においては，

LP Gを生注する こと（生産過程で高圧ガスが

発生すること〉も容探に充てんすることも「高

圧ガス状態を作り出す」とL、う意味において「高

圧ガスの製造」として規制されている。

1. 事業の開始 スタンドを設けようとす

るときは，.(jfl道府県知事の許可が必要で，許可

の申請のさいには，付近の地図，レイアウト，

設備の材質，強度計算設計図などを添えなけれ

ばならなし、。

2. 製造の施設の基準 前項のずl可を受け

るためには，スタンドの施設は，保安距離，不

燃性，耐庁

ついて，一定の技術」Ji準にi直合していなければ

ならない。また製造の方法（後述〉についても

一定の技術品情に適合する必要がある。なお家

屋に対する保安E問ltは， 条件により異なり ，最

高20m，最低Smとなっている。

3. 完成検査 スタンドが建設され、ると，

都道府県知事がEj1Jt'fJfilりに作られているか否か，

具体的には前項の），~1\l~に適合しているか否かを

検査する。それ以前に，胞設を使用してはなら

ない。なお，設備 ・方法の変更についても，以

上と同時の手続きを安する。

4. 作業主任者 スタンドには，国家試験

に合格した作業主任者を置いて，高圧ガスに関

する保安の監符をおこなわせなければならない。

スタンドの規模により ，作業主任者の極類が異

なる。たとえば能力約20t／時間以下のばあい

は，丙極化学作業主任者がよい。

5. 危害予防規程の作成 スタンドでは，

充てんの設備，方法，その他高圧ガスによる災

害の防ー止について，危害予防規程を作成し，そ

の認可を受け，関係者はこれを守らなければな

らなh、。

6. 保安教育 スタンドでは従業只に刻し

て計画的に教育をおこなわなければならない。

7. 製造の施設，方法についての基準の維持

施設方法について，つねに許可を受けたときの

状態を縦持し，また，点検，修理などに関する

規定を守らなければならなL、。

8. 保安検査，定期自主検査 スタンドの

特定施設については，それが前述の技術上の基

準に適合しているか，否かについて， 定期に都
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道府県知事がおこなう保安検査を受けなければ

ならないし，また年 1回自主検査をおこなって，

保安検査を補完しなけれはならなL、。

9. 立ち入り検査 前項の定期検査のほか，

スタンドに対しては，必要に応じ，通産省およ

び都道府県の立ち入り検査がおこなわれる。

10. その他 以ヒの他の規制として，許可

の取り消し，施設のイ即日停止命令，火気制限，

帳簿備え付け義務，報告義務，事故屈などがある。

設備方法の規制ないし注意事項

規制事項について主要なものを挙げる。

(1) 地上タンクなどから漏えいしたガスが，

火気に流動しないような施設を設けること。

(2) 事業所の周囲には，障壁，または境界さ

くをつくり ，見やすい所に警戒標識をおき，タ

ンクに塗料でガス名を記入する。

(3) 風とおしがよL、こと。消火設備を設ける

こと。

(4) タンクおよびその支柱は，不燃性の断熱

材でおおL、，または散水，冷却装置をおく。

(5) 一定の肉厚，常用圧力の 1.5倍以上の耐

E性能，常用圧力の 1.1倍の気密性能を要す。

(6) 継手は残留応力がかからぬようにする。

(7) タンクにさびどめ塗装，液l百計を設け，

ガラスゲージ式の液面計には，自動式，手動式

の止め弁がL、る。

(8) タンクに設けた安全弁は，所定の高さ以

上に閉口した放出管がいる。

(9) タンクに取りつけた配管には緊急しゃ断

弁がL、る。

(10) 地下タンクにはピットの強度，または防

しょくについて胤制。

ω タンク相互間距肉fg1 m。

M タンクなどの付近て伊の火気の禁止。

同 タンクロ ーリーについて原動機の火花防

止放出の防11:.J’H置。

M タンクロ ーリーについて，その停止位置

と保安距離，配管接続部（カップリング〉の確

三刃
口，0、。

同 ガスはにおいのついたものでなければな

らなL、。

同施設の修理のときは，その内部のガス置

換をじゅうぶんにおこなう必要がある。

制圧力計，安全弁は，所定WJ間内に検査，

調整を要する。

同 安全弁，または逃し弁に付帯して設けた

止め弁は，全開しておくこと 0

M 以上の法規事項のほかに， l~I 主的におこ

なうべきものとして，安全通路，所内交通規制，．

防火用水源および冬則凍結防Jl::.，照lリJ，ガス漏

れ警報器などが考えられる。

各機械設備ごとに詳細な運転保守上の注意事

項が必要であり ，これらについては，種々のテ

キストが刊行されているので，実際設計，運転

にあたる人がじゅうぶんマスターしておくべき

である。なお，事業所としても，適時非常のさ

いにおける措置に関する訓練が必要である。

とくに過去の事故例をみると，作業：の始めと

終わりにおける点検の不じゅうぶん，あるいは

修理前後における手放さ，または過充てん，その

他のむりな運転によるものが多L、0 ＼、ったん事

L Pガス事故分類表 （昭和35～4C年）
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〔品〕 ＼！~t乍｜ 販一｜議鍔 ｜霊ド｜ その他 i
35 3 1 4 20 2 

36 1 3 33 3 

37 5 6 46 4 

38 4 3 4 32 4 

39 6 7 19 

40 14 2 10 16 3 

（注）1. 40年については，昭和40年10月28日までに報告の分である。

2. 充てん所 ・スタンド ・タンクローリーは，分類不能のばあいがあるので一括した。

gド’’
一z－n

30 

40 

61 

47 

32 

45 

3. その他は，自動車4，ボンベ連銀中5，容器製造所I，古鉄屋l，土木作業1などがおもなもの。



故が起こったときは，その措置が，沈着，迅速

に， かつ適切であるか，どうかが，災害の拡大

に大き な影響を与えること を，たえず考えてい

てほしL、。

今後の問題

以上プロパンの保安について述べてきた。こ

のプロパンは一般国民の必需物資となり ，身近

かなところでますますその取り扱い盈増加の傾

向にあり ，同民生活の向上に益すること大きL、。

したがって，その保安をまっとうしていくこと

は，きわめて緊要で、あり ，このためには，政府

における法的規制の整備の運［}IJおよび監督指導

が必要であることl品、うまでもない。 しかし，

それにもまして肝要なことは，ミド来一者が法令の

精神をわきまえて，よりおii密な自主保安体制を

確立 ・実践していくことである。

法令もTH;IJ(のたびにしばしば改正されており ，

とりわけ， 39年9月大阪府茨木市の充てん所に

おけるタンク爆発がもとで39年11月13日に省令

改正， 40年5月 infこ法律改正， 40年9月9日

省令改疋により， i波面計，緊急、しゃ断弁，タン

ク地下指定，タンク散水，漏えいガス流動防止，

輸送監視なとその他L、くたの規制を強化した。

また40年10月26日の西宮市タンクロ ーリ一転覆

事故に刻しては，40年12月14日にロ ーリー輸送

に関する移動r汁画苫届，ローリー突出部保護装

置などの規制をおこなっている。

また業界においても数年前からLp Gの充て

ん所，スタンドなどのプラントに関する業界基

準。、わゆる JLP A基準〉を作成し，一方，

高圧ガス保安協会を中心とする教育講習の強化

措置がとられつつある。また，Lp G関係業界

をあげて，40年春から秋にかけて災害防止活動

として，自主点検運動をおこなっており ，その

結果が41年2月中にまとまるところである。

また政府においては，可燃性爆発防止に関す

る大がかりな実験を，昭和40年度からおこなっ

ており ，その予算も40年度， 41年度ともに，各

年1500万円ずつである。

なお，41年は通産本省2名，地方通産局 3名

の定員檎加が決まっている。予算措置としては，

40年度スタンド従業員数育に，27万円が初めて

計a上されたが，41年度にはこれを10倍あまりに

増額し，一般のLPガス充てん所，販売店に対ー

する点検，指導賀’をあらたに加え，合計 1080

万円を特殊法人高圧ガス保安協会に委託するこ

ととした。

また41年度からガスの地下ピット，緊急しゃ

断装置，障壁などの保安施設に対し，近代化資

金助成法による融資をおこなうとともに，この

種の保安施設に対して，固定資産税の非課税，

耐用年数の短縮などのJI¥＇置を講じ企業の保安

努力を側面から援助することにしている。

また，通産局，都道府県と密接な連絡を図る

ため，火薬類の取り締まりとともに月報を作成

し，かっ，地方の担当課長会議の開催回数の増

加など種々の指置を訊ーじている。

最後に，過去数次にわたり ，改正を加えてき

た法令を全面的に見なおすことを痛感し，昨年

半ばより，検討を加えつつあり ，また昨年末よ

り賠償保安問題の研究もおこないつつあること

をお伝えしておく。

（筆者：通産省経工業局無機化学課高圧ガス班長〉

参考文献

L Pガス工業技術（全国プロパンガス協会連合会）

L Pガス販売主任必燐（全国プロパンガス協会〉

L Pガスプラント基準（日本LPガスプラント協会〉

L Pガス充てん作業実務ガイドブック
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高圧ガス災害事故と対策・ 2種類 （高圧ガス保安協
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高圧ガス工業技術 （高圧ガス保安協会〉
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安協会）

L Pガス｛東京都高圧ガス防災協会）
l東京都プロパンガス協会J

L Pガス産業の現状 （通商産業省）

その他法規集，各種技術基準 （高圧ガス保安協会〉
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高層ビルの消火

堀内 三 郎

1. はじめに

高層ビルの防災をシリ ーズとしてとりあげて

いきたいとLづ編集部の希望で，筆者に与えら

れた問題は「消火」ということであるが，これ

をせまい意味の消火に限定せず，また今後他の

執筆者の担当される問題にもなるべく抵触しな

いように留意じて，一般に「消防的」見地から

みて重要と考えられる次の諸項目について述べ

てみたいと思う。

まず 「避難関係の諸問題」のうち，

（司 火災の状況と避難方法などを全建物内の

人びとに知らせるための通信連絡設備

ω 避難階段以外の避難手段

の2点を，つぎに「消火および消防活動に関す

る諮問題」のうち，

(C) 排煙

(d) 固定消火設備

CeJ 消防隊用エレベーター

(£) 高架はしご付き消防自動車

の4点をとりあげる。以下，項をわけて述べる

ことにする。

2. 館内通報連絡設備

一般に高層ビルにおいては，階数はもちろん

建物の延床面積も増大し，そこに働〈人の数も

膨大なものになり ，いわば一つの立体的な街が

出現したような形になっている。したがってそ

の内部のどこかで発生した火災などの事故を，

通報し，連絡するために有効な通信網を完備す

る必要性が増大することは，とうぜん予想され

16－予防時報

るところである。とくに同居ピルの上卜階の聞

では，広い敷地内に広がる工場建物などと異な

り，見とおしがきかないため，この必要性lれ 、

っそう増大するわけである。

これらの通信設備のうち，火災の発生をすみ

やかにとらえて，ピル内のいわば神経中枢と も

いうべき 「中央指令室」内に設けられた受信盤

上に，火災の発生位置を知らせる自動火災報知

設備は，すでに消防法とし寸法律によって，そ

の設置が義務づけられており ，また，その機器

については厳重な国家検定がおこなわれている

ので，とくにここで付け加えることはない。た

だ，今後の技術的な改良 ・発展の方向としては，

従来の温度式（または熱式〉感知器のほかに，

煙や光，あるいはにおいなどをとらえる方式に

よる感知器の研究 ・開発がおこなわれている。

そして，暖房による室内局所温度の上昇と，真

の火災による温度上昇とを区別することによっ

て，感知器の信頼性の向上をはかることが考え

られている。

このほか，高層ビノレに必要な通信連絡設備と

して， 筆者がとくに強調したいのは，館内の人

びとに火災の発生位置や，延焼拡大状況など を

知らせるとと もに，安全な避難方向を指示して

人びとに安心感を与え，混乱を起こすこ となく



安全に:il!I,;11できるよう誘導するためJ)，音声に

よる意志の伝達装置が必要であるということで

ある。また，火災の発生現場付近から，中央指

令室に火災の状況や，群衆の動き，要救助者の

有無などをJill報できるような－；－u話ボックス，あ

るL、はインターホーンのよう な通信設備が必要

であるという点て＊ある。

これらは，すでに一般ピルに必要な設備とし

て備えられている館内拡戸（放送〉設備に，多

少の付加装置を加えることによって，大きな技

術的，および経済的負担を加えることなし実

現可能な方法であるから，せニひ設けてもらいた

いものである。

そのさい注芯、すべきことは，非常屯源の確保

と，配線を火災や地五日などの危険から守るため

の，技術的な対策である。この非常屯源および

配線確保の問題は，他の消火設備などにとって

も重要な問題であるが，とくに避難上欠く べか

らざる設備として，消防法により ，その最・小限

度の設置義務が定められている 「誘導椋識およ

び誘導灯」にとっては，致命的に重要な問題で

ある。この見地から，とくに「誘導灯」につい

ては，自動的に充電する装置を内蔵した， 一定

容量以上の屯源を，各誘導灯ごと，またはその

一群ごとに設けるとL、う対策が，取られるべき

であると考える。

3. 避難階段以外の避難手段

高層ビルにおける，火災時の避難手段として

は，火災の炎，熱風および煙から，完全にまも

られた安全な階段を利用することが原則である。

欧米先進国においても，その原則に従った建物

構造がとられ，また避難訓練がおこなわれてい

る現状である。したがって，わが国でもこの原

則にそった諸対策が実施されることがとうぜん

である。 その具体策については，今後詳しく述

べられると思われるから，ここでは論じない。

ただし，前記の原則どおりであれば100%の人

びとが安全に避難しうると，保証できるかどう

かという点は別問題である。

たとえば，アメリカのよう に，毎年わが国の

7倍‘以上に達する死者を出していることからみ

ても明らかなように，避費fl:階段の完備だけでは，

死者を Oにすることは現在実現されていないあ

りさまである。もちろん，これらの死者の中に

は，泥酔など本人の不心得や，または訓練の不

足などによるばあいも合まれている。死者発生

の原因のすべてを，対盟主H階段など設備の不備に

帰するのは紐端と忠われるが，少な〈とも口重

な人命だけは，いかなるはあいでも守りうるよ

うにしたいのが，われわれの念願てやある。

この見地から巡航階段以外の避知手段につい

て考えると，現在比較的低層のピル用として開

発されているロープ，折りたたみは しご， 緩降

機〈前11弘名スロ ーダンという〉，救助袋などは，

高層ビルではいずれも適当なものということは

できない。高層ビjレのばあいにも，適当と考え

られる避慨階段以外の手段と して，筆者が強調

したいのは，弁階のひさしと兼用できる避難f日

バルコニーの類である。最近のピル建築計画に

多く 用いられる 「コアーシステム」には，避難

階段もこのコアーの一部に設けられるのがふつ

うであるが，火災時とくに煙に追われた一般の

人びとが，新鮮な空気を求めて明るい空の見え

る窓のある建物の外側へ向かって逃げるのは，

ごくふつうの心理状態として， じゅうぶんあり

うることと忠われる。そのさL、，時間的に余裕

があれば，前記の拡声装置などにより ，避難階

段への誘導をおこなうことができるばあいもあ

るが，これも時機を失すれば，人びとが窓から

顔を出しつつ，助けを呼ぶとL、う場面が起こり

うるわけである。このとき，建物の外周全体に

手すり付きのバルコニーがあれば，窓から出た

人が，安全な風上側に回って避難することもでき

もっと も確実な避難手段となるものである。

また，たとえば建物の全外周を一巡できるよ

うな， バルコニーが不可能なばあいでも， 1つ

の階が2つ以上の防火区画に区分されていれば，

その防火区画の境界にあたる部分にバルコニー

を設けて，一方の区画から他方の区画へ安全に

移れるようにすることができればかなり有効で

あろう。この極のバルコニーが，構造上または

経済上不利であるとか，高層における強風時な

どの気象条件からみて，危険であるなどの反対
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意見もあるが，なんといっても人命にかかわる

非常事態のことであり，ふだん外部に出て，眺

望するような目的のバルコニーとは，わけが違

うのである，建物からの水平突出長さをできる

だけ小さくし，じゅうぶんな高さの手すりを強

固に取り付けることにより，強風時の'ft.＇’全も確

保されるものと考えられる。

また，この種のバルコニーを利)IJして，水平

に航方向へ避難するとLづ方法のほかに，バル

コニーにL、ったん出た人が，垂直方向にすぐ下

の附まで避難することができれば，安全に避難

できる可能性が多L、。この局部的な上下方向の

避難j日として，固定型，または非常時に簡単な

操作で固定型となるような仕組みの，避知はし

ごの類を用いるのも良案であると忠われる。

※ 1963年における人口10万人あたり年間死者数は，アメリカ 6.3人，

日本 0.9人である。

4 排 煙

高層ビルにかぎらず，一般のピル火災にとっ

て，火災時の火熱よりも，煙の方が大敵である

ことは，すでにわが国でも，最近の多くの実例

が示すとおりであるから，煙関係は省略するこ

とのできない重要問題である。だが高層ビルに

関するその対策の主要部分は，たとえば「スモ

ークタワー」のような，主として建築的な対策

に属するので，ここでは触れないことにする。

また，消防隊が持っている排煙車とか，可搬式

排煙機のような排煙用機器は，いわば局部的な

排煙か，または比較的小規模な室の火災時に，

有効な機擦ということができるであろう。火災

時の煙の発生孟のものすごさは，とうてい排煙

車の数台ぐらいで対処できるようなものでなし

まったくけたはずれに多量であるからである。

さらに，排煙の問題がと〈に重要となるのは，

ピルの地下室，または地下街などのようなばあ

いであるが，これらに関しても今回は省略する

ことにしたL、。

排煙とはL、えないかもしれないが，広〈「煙

対策」としては，現在でも未解明の分野が多し

したがってその対策もきわめてお〈れている状

況である。煙対策の主要点は，第 1に煙による
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建築の高層化にともない，このはしご車も
やがて屋上までは届かなくなる。

人の健康に与える有害性の問題であり，第2は

「視程」 （可視距離〉の減少とL、う問題である。

両者とも避難者にと ってはもちろん，救助と消

火に向う消防隊員にとっても，重大な障害とな

る問題である。そのう ち，消防隊nの側からみ

ると，対策の一部として，防；原マスグや｜呼吸具

の改良研究とLづ問題があり ，また透煙火源探

知機の開発，あるいは高膨張率のあわを利用 し

た煙の追い出し，または閉じこめなどの方策が

考えられている。これらのうち「透煙火源探知

機」は，消防研究所において開発されたもので

あり ，その他は現在研究中とL、う段階のもので

あって，今後の成果が朋待されている。

5. 固定消火設備

火災のごく初期に用いられる手さげ式消火器

などを除けば，高層ビルに設けられる消火設備

は，屋内消火栓，消防隊用（口径65mm）消火

栓，およびスプ リンクラー装置のような固定式

の消火設備となるのは，とうぜんのことであっ

て，その最少限度の設置基準が，消防法により

定められているのである。ただ，わが同の現行

法規では，消火栓を設置すべき位置については，



具体的に規定していない。このことは，消火栓

の位置の決定にあたっては，JlII雛階段や，その

前室の配置関係，消防隊の進入路との関係，お

よび防火扉の位置関係などの訪点を考慮して，

個々の建物の設汁汁画に応じて決定されるべき

ものである。しL、て法文化しようとすると，抽

象的なぷ現とならざるを得ない，というつ川古に

よるものであって，決してでたらめでよL、，と

いうものではないわけである。これらの固定消

火設備については，ピルが高府になり，階数が

数十階以上に達するようになると，極々の技術

的な困矧！

たとえば，配管釘！の耐Ji｛性を考慮した緩合方

法，および高低差に由来する耐t:!IT'i"F.の問題，

また使用時に適当な7J<.圧を保つよう，名消火桧

の位置に減圧弁を設ける問題，反対にひじよう

な日居階へ圧送するために，中間階にポンプ，

および貯水川タンクを必要とする問題，さらに

はスプリンクラ一川に，とくに設，汁された特性

をもち，かつ信頼度の高い専用ポンプの採用な

どの諸点である。この詳細は多少専門的になる

ので省略することにしたい。たどし，これらの

諸点も，技術的に解決されないものではな〈 ，

1月10日，川崎駅前ピルの火事。
16mのはしご車は 6階まで届かなかった

諸外国ではもちろんすでに実施中であり，わが

国でも近〈実現するものもあり，ほとんど解決

ずみの問題であるといえる。ただわが国では，

地震国とL、う不利な条件があるので，よ l打、困

難なのである。

消火設備については，将来わが国でも，高層

ビルにはすべてスプリンクラーが設備され，出

火の報に応じて現場に駆けつけた消防隊は，ま

っ先に人命救助に向かうとともに，建物の外壁

に設けられたスプリンクラー設備への送水口に

ホースをつないてー，消防ポンプ車から水を圧送

する，とL、う風景が見られるようになるものと

期待している。

B. 消防隊用エレベーター

高層ビルになると，垂直方向の交通路として

は，ふだんでも一般にエレベーターがj小、られ，

階段はたまに，しかもある階から，せいぜい 1

～2階程度の，のぼりおりにしか用いられない。

しかし火災時に，このエレベーターを利用する

ことは，原則として禁止されている。その理由

は，エレベーターシャフトが火災時，とくに煙

の通路となりやすいため，人命危険が大きいこ

と，および火災による停屯のため，途，，コで運行

が停止する危険があることによるものと忠われ

る。とくにJJII!iiftには必ず階段をf日い，エレベー

ターをJIJ＇、ないのが安全であるとされている 。

しかし，消火や人命数助のため，火災現場に一

刻も早〈接近したい消防隊員にとって，｜新段だ

けを利川することは，ひじような不利となるの

で，日照ピノレて、は，数台のエレベーターのうち，

ある判定の 1fl( 2 I今以 tでもよいがJ詰低 1台〉

を指定して使川するばあいがある。そのばあい

所管の消防将ーと辿絡し，その運転川のカギを消

防署にも預けておくとともに，この動力配線を

他のエレベーターと区別し，非常屯源に接続す

るなどの処置をしておくわけである。

このように，消防隊月jエレベーターといって

も，特別のエレベーターを消防隊守川に別に作

るというのではなし非常時における消防隊の

利用を考慮した処置をほどこしておくというだ

けのものである。イギリスでは，この消防隊が

予防跨毅一19



利用するエ レベーターが備えるべき最低限度の

条件として，収容人員8人以上，または，積載

荷重544kg(1200ポンド〉以上であること，お

よび床面積1.4m2 (15. 5ft2）以上であることと

Lづ条件を定めている。わが同でも早くこの種

の条件を規定する必要があると思われる。

7. 高かはしご付き消防自動車

最後に，市町村の公設消防隊のもつ，高かは

しご付き消防自動車（以下「はしご車」という〉

について触れておくことにする。従来のわが国

の建物の最高限度は，地上31mであったので，

はしご車の延伸最高限度も，これに対応して約

33mのものが作られている。今後，建物の高層

化に伴な＼ ＇＇はしご車の最高限度を増大するこ

とができれば，消防隊としての活動手段も従来

と同様であるということになるわけである。 し

かし，はしご車の最高限度としては，アメリカ

に45m級のものがあり ，またごく最近，同じく

アメリカで約50mのものが 1台使用されるよう

になったが，ほとんど30m前後であって，20m

級のものも多数実用されている現状である。

その理由は，都市計画と道路事情とが，わが

国に比べ格段にすぐれている欧米諸都市におL、

てさえ，消防車の車体が長くなるため，曲り角

などの運転が困難になること，および使用ひん

度がそれほど多くないことのほか，高所での，

人間の心理状態の不安定性なども影響している

ものと考えられる。単に技術的にみれば，すで

に外国で約50mのものが作られているのである

から，わが国でも30m級以上のものを作ろうと

思えば作れないことはなh、。しかし，前記と同

じ理由で，やはり実際に使用する問題としては

一定の限度があるようだ。

その長さは従来の31mに限定する必要はない

が，たとえば40mとか50mまでが実際上の限度

であり ，建物の方が 100m以上にもなろうとし

ている現状には，とうてい追いつくとは考えら

れない。 したがって，はしご阜の最高限度にあ

たる階から，最上階までの聞の建物の部分に対

しては，はしご車を利用する消防活動，すなわ

ち建物の外側からする人命救助活動と，在水消

20－予防時報

火活動が不可能となるわけであり ，それだけ防

火上，消防上不利となることになる。この不利，

すなわち火災危険の増大を補完する見地からし

ても，建物自身に対して，それらの部分の消火

・防火対策を強化し，安全をはからねはならな

L、わけである。その強化対策としては，前記の

1～6に述べたような火災の早期発見 ・通報か

ら，安全な避銚対策＼およびスプリンクラーの

ような自動消火装置まで，一連の消防的方法の

ほか，防火区画の細分化，内装材料の不燃化，

および避鰍階段の完備などの防火的，辿築的方

法が考えられる。

8. お わ り に

以上，高庖ピルの消防的対策の重要点につい

て数項目にわたり概説したが，最後にもっとも

重要てありながら，とかくなおざりにされがち

な点について，とくに強調したいことがある。

それは建物内部にいる人びと， 9-1でも管理の

責任と任務をもっ人たちの心掛けと，平素の訓

練，練習の笑行という点である。建物がL、かに

防火的に造られ，消防設備が完備していても，

これをじゅ うぶんに活用するための，使用方法

を熟知し， しばしば練習しておくのでなければ，

L、ざというばあいに役に立たず，まったく「宝

の持ちぐされ」に終ってしまう。これは先般の

川崎市の金井ピルの火災例をはじめ，多くの実

例が証明しているところである。もちろん，設

備の方でも，非常事態に直面してあわてがちな

人びとの心理状態をじゅうぶんに研究し，装置

はなるべく自動的に作動するように〈ふうする

とともに，人力による操作を必要とするばあい

には，できる限り簡単明りような方法にすべき

であ．る。また平素の維持管理についても，極力

手間がかからないようなものとしたい。

ともあれ，この維持管理と使用訓練の問題は，

万難を排してもせーひ実行していただきたいし，

監督側の立i易の人びとにはもちろん，ピルの管

理者，居住者および一般市民の側の人びとにも，

いっそう努力していただくよう切望してやまな

いしだいて”ある。

（筆者 ：消防研究所第2研安部長）
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高濯が舌L気流Lきつ いて

，~L 'A 流とは

昭如41年 3月5日午後，よく 府れた富士山の

近くで，以外にもまったく突然に英国海外航空

(BOAC）のボーイング707型機が墜落し，全

員 124名の犠牲者を出すという大惨事が旭こっ

た。墜落原因はまだ不明だが，もし気象が原因

で事故が起こったと仮定すれば，まず乱気流し

か考えられない，ということで速刻テレビ，ラ

ジオ，新聞，週刊誌などでいく度も繰り返し報

道，解説され， 「乱気流」とL、う航空気象用語

が広〈世間に広まった。

層状の流れを層流と＼ ＇＼、，層状ではなく，い

ろいろ不規則な流れ方をする流れを乱流とL、う。

地球をとりまく大気の流れは，いわゆる層流に

なった流れ方をするばあいは少なし多〈のば

あい大小のじょう乱（うずまき〉が数多くある。

すなわち気流は一般に乱れているのである。気

流が5郎、とそれに応じて乱れの力も強くなりう

る。このような中を飛行すると機体は動揺し，

その動揺が激い、ときは操縦の自由までも失う

ことがある。またじょう乱をうける程度は，飛

行機の速度が大きし、ほど強くなる。このような

じょう乱を乱気流とか，悪気流とか，タ ーピュ

レンスといっている。こんな乱気流を起こす原

因には力学的原因（ひらたくいうと気流のみの

原因〉によるもの，熱的原因によるもの，およ

び前線の影響によるものなどがある。

山岳波（マウンテン ・ウェーブ）

乱気流は富士山の付近だ‘けにあるのではなL、。

日本l品 、たるところに，111また山が連なってい

る。この山とか，丘のような地表面の凹凸のあ

るところへ，強L、風が吹きつけると，山脈や丘

を越えた風下側に，地形性のほとんど動かない

立ち波（じょう乱〉がつぎつぎに発生すること

はよ〈知られているし，模型実験でも確かめら

れている。このように山脈があるため山を越え

た風下側にできるじょう乱を山岳波（マウンテ

ン・ウェープ〉とLづ 。次ページの模型図を見

ていただきたL、。風下側では流線がこんで局所

的な強風帯（ジェット ・ストリ ーム〉を形成する。

山に吹きつける風が強し空気が湿っている

ばあいは山すそから山沿いに空気が吹きあげら

れ，その急激な強制上昇流のため山』こくっつい

た雲ができ，山頂や山塊をかくしてしまう。そ

の雲の山をおおう形から，これは帽子雲とか笠

雲といわれている。

予防時報－21



CJ：ヒょ1う乱層 →：f風向き

山岳波の発生状態模型

富士山に例をと ると，日本海に，発達した低

気圧があるばあL、， 南寄りの強風が吹きやすく

なる。この強風が湿っていると，富士山頂付近

に笠雲や吊し宰が発生し，雲のあると ころでは，

5郎、上昇流がある。111を越えると風下側の山の

斜面を滝のように流れ下る気流が発生し，主：は

ちぎれたようにな っている。このような下降気

流は，アメリカにおける調査観測によると，最

大 5OOOft/nin （毎秒約26m）ぐい、になるとい

う。風上側の先制の上昇気流や風下側の下降気

流は，山に吹きつける風速によってこのれ度に

強〈なりうるわけで，航空機にとっては，まさ

に超強力な空気ハンマーでぷっつけられたよう

な，きわめて危険な悪気流になることは論をま

つまい。

山越えの強風は 1ブロックの下降気流に終わ

るだけでなく ，模型図に示したように風下側に

下降流，上昇流の区域があL、続L、たり （111から

離れるにしたがって弱くなるが〉，またそのほか

に山を回ってく る強風，すそ野のほうから吹き

上げる風，逆向きの風，風速傾度が急、なための

うずまきなど，複会JE多11皮な風がまじり合い，強

いう ずをまいているといってよい。

111日子主や笠芸のある風下側の上空に，レンズ

の形をした雲がL、くえにもなって発生している

ことがある。この雲をレンズ雲といっているが，

この雲の付近では，気流は割にいちような風向

きをもった強u、居状流になっている。この上下

レンズ雲のあいだで時どきかなりの乱気流に迎

遇することがある。これは高速の周状流が流れ

やすくするためにできた，ちょうどボーノレベア

リングの役；刊を果すような乱気流府なのである。

22－予防時報

しかしこの乱気流屑はi小、ので，飛行中高度を

わずか上下することによって，この乱気流から．

のがれることができる。だがレンズ$；：の）＇／／，＼＜！） ほ

うが乱れて，不規則になっているばあいは，悪

気流が強くなる。

以上は雲が発生するはあいである。 芸が発生

しさえすれば，乱気流の存在は目で見ることが

できるし，高速機のばあいでも，レーダーで，

かなり遠方の雲までも見つけることができるの

で，これをさけて通るくふうもできょうという

もの。

ところが空気がたいへんに乾燥していたり ，

高気圧が急激に張りだして，全体的に下｜海気流

が大きしかっ上空に強い風があるばあいは，

雲が発生しないてψ快~i］＇になる。このような山越

えの強風下の乱気流を「ドライ ・ウェ ープ」と

いう。この「ウエーブ」は冬に多L、。これは雲

がないから，111－$－波による乱気流が，どこに発

生しているか手がかりがない。それだけに，航

空機にと ってたいへん危険なものになり，「強風

下の附れた円の訂土｜｜｜に近づくな」が，航空関，

係者の警句にな っているそうである。

山岳波が起こり うる条fl＇のときは， その区域

をさけてJillることが大切だが，やむをえないと

きには， ll1J≫f<のi¥':jさの，少なくとも50%は正山、

高度をとって飛行するよう に，といわれている。

絹雲系の雲 にともなう乱気流
，，，..，，.日向～v、～旬、，..，...、，甲山，、～、～、内角..，..，，、～、～v、～

太陽光線の直射をうけている，地面に接した

空気は，暖められて特くなり上昇をはじめる。

このような熱上昇気流は，太陽の直射をうけて

h、る山の斜面，i;J＇.地，剥｜地，および砂地などで

強く ，冷涼な森林，草地，湖沼の上などではあ

まり強く なL、。このような上昇流は熱気泡と呼

ばれ，グライダーの消走に利用されている。こ

の程度の上昇流では，せいぜい平らな芸の底を

つくるむ度であるが，大気の層が上にゆくにつ

れ，上昇する空気の減度よりも低くなっている

と，すなわち不安定な条件を備えていると，こ

の不安定条件がな〈なるまでの高さまで，芸が

垂直方向にいちじるしく発達する。このように

して発生した主が杭実で，この雲の芸mが，そ



堤ができることがある。この付近で，集中豪雨

や強い突風が発生するが，あとに続〈寒冷前線

は弱まってくる。また発達した寒冷前線や，低

気圧には竜巻をともなうこともあるので，垂直

方向に発達する雲にはじゅよ；んな注意を払う必

要がある。これらは航空機にとって，もっとも

危険なものの一群である。
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航空機の巡航高度がしだL、に高くなるにした

がって，航空機は，たいていの気象障害現象の

上空を飛びこえてゆくものと考えられていた。

しかしジェット機が出現して，実際に高々度飛

行をおこなってみると，雲 1つない附天のもと

で，激しL、じょう乱に迎遇することのあること

がわかった。このじょう乱を晴天乱流（クリア・

ターピュレンス〉とL、う。

晴天乱流の 1例として 4年前に起こった事故

を紹介しておこう。

昭和37年3月17日，自衛隊第7航空団のF86F

4機編隊（ 2組〉が板付ーから入間川基地に帰る

途中，1組はよ；じに基地に戻ったが，10分ほど

遅れて出発したもう 1組のうち， 2機が富士山

北方船主jJ:IIIJのま上，高度6000mのところまでく

ると激い、乱気流にぶつかり ，ひじようにゆれ

てエンジンがとまって墜落（乗員はパラシュー

トでよ；じ脱出〕。あとの2機のうち 1機は衝撃

で脚がとび出し，そのまま帰還。もう 1機は翼

がもがれそうになった後，金属のヒズミで，翼

が波をうった状態になる被害をうけたがよ；じ帰

こにある上昇気流の上限を示しているので，パ

イロ ットは積雲系の雲に，大きな関心をもって

L、る。熱上昇気流は，より冷たい空気と入れか

わりになるので，積雲系の雲の近〈には下降気

流がある。

積雲系の小さL、雲で，上昇流は毎秒 lmぐら

い， ＇j;G•1]：では ， 平均毎秒lOm ぐらL 、で， 高度が

増すにつれて上昇気流が大きくなり ，5km前

後の高さで最大になる。きわめて強L、宙雲（積

乱雲）になると，毎秒 100mぐらいにまでなる

と報告されている。 したがって，話雲の中やそ

の付近では，乱気流が強いことはすぐにわかる

であろう 。 しかし空気が乾燥しているばあいに

は，芸が発生しないことがある。これはひじよ

うに高度に達するまで， 空気が蕗，＇~（に達しない

ためである。飛行に理想的と思われる晴天で，

暑い夏なのもとで不快な乱気流に迎過すること

のあるのは，このためである。

2つの見なった気回の境界では，両者の気温

差や，それぞれの相対湿度が原動力になって，

多くの乱気流が発生する。 両者の基が，と〈に

顕著なばあいには，このr'fij線に沿って，または

その近くで月J也［自由雨や突風がおこる。このぱ

あい両気I司の制度差が大きければ大きL、ほど，

また相対j限度が大きければ人・きL、ほど乱気流も

激しい。

寒冷1lfj紋＇J；・は，熱可や￥M暖14ii線古よりも激し

いが，発述する日・：；さは；ifljに低い。この極のじよ

う乱の，もっともひどいものは，いわゆるライ

ン・スコールと［呼ばれるもので，数百マイルに

も仲びている。これは雷雲が，堤のように，す

きまなく そそり立つ外見を示しており，その線

に沿って垂直流がたいへんに大きいので，迂回

飛行も不可能なことがある。と 〈に顕著なライ

ン・スコール状態から発達した雷雨は，雲の底

から地去に向かつて漏斗のように垂れさがり，

激しL、回1j去迎動に発達することがある。アメ リ

カのトルネードと呼ばれるのがそれである。 日

本でも寒冷前線の前方200～300km付近に，不

安定線と日子ばれる，たいへん発達した積乱雲の

前線付近の乱気流

の 笠雲
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還した。この事故原因調査委員会の特別専門委

員であった，久米府孝現気象庁予報課長の話に

よると「乱気流は乗員が天井に頭をぷっつけ，

ヘルメ ットがへこんだぐらい激しかった。しか

しこの乱気流の範囲はせまく，直径lOOmぐら

いの範囲で起こり，長さ2000m以内の細長いも

ので，しかもその時刻だけのものと考えられる。

それは編隊が乱気流をっき抜けるのに 1～2分

しかかからなかったこと。 10分前にちょっと上

のコースを通った 4機編隊はぜんぜん乱気流を

知らずに通り ，事件の45分後には自衛隊のT33

ジェット練習機3機が，同じコースを通ったと

き何事もなかったことなどから般論される。ま

た最高8GとL、う地上の8倍の主力を受けたこ

とが記録されているが，このようなことはふつ

うタツマキみたいなものがないと起こらない。

タツマキは水蒸気をともなL、， Zが同に見える

ので，飛行機はさけてとべるが，このばあいは，

晴天で主 1つなかったわけだから，BGという

重力を説明するには，乾いた空気がタツマ キの

ような現象を起こした，と仮定しないとどうも

なっと〈がゆかぬ」というこ とである。

晴天TiL流は対流圏の上部から成層圏の下層の

間てー起こり， 一般には気温逓減率が大きく ，風

速の傾度の大きいところとか （等温線が念、にこ

んでいると ころ〉顕著な谷線の付近で発生しや

すい。とくに垂直方向に風速の変化が急激にな

っているところで強い。しかし晴天乱流の発生

する原因およびその機構はまだよくわかってい

ないのである。高い山脈をもっ地形の影響は，

理論的には対流圏上部まで影響するはずであり，

ジェット気流とも関連しているようである。と

も、うのは飛行機の経験を天気図で調べてみると，

強い乱れは，ジェット気流の強風の中心のま下

から北側，＼ ＇＼、かえると，低 気圧’性の気流の流

れ方（北半球では北に向かつて凹形の流れ〉を

する側でよく起こっているからである。

む す び

山岳波に寒冷前線が加わると，乱気流はさら

に強化されようし，高空の 「ジェット気流」が

南下し， 「上空の気圧の谷」の深まりに一致 し
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て，風速が急増するようなときは，晴天乱流も

強くなる。

以上各項で述べたように気象状態から，乱気

流が起こるケースは，予想できるのであるが，

いつどの程度のものが発生するのか，まった 〈

わからないのが今円の現状でもある。 しか し一

瞬にして大型ジェット機をノ〈ラパラにする恐ろ

しい暴力を秘めている。

国際民間航空機構 (ICA  O〕では，来春完

成を日椋に 「世界高々度（20000 ft以上〉乱流の

予報に役立つ資料」を準備しているが，日本も

これに協力し，北太平洋地区および，その周辺

の飛行資料を集め，昭和39年から 3年がかりで，

羽田の航宅対象介がIW析訓査を進めている。そ

の一部が最近＇ i＇間報告された。これによると九

州南西岸，問問沖，紀伊半.r~，才7狭湾，対馬沖，

三陸沿岸・帯：が乱気流多発地で，100回の飛行

に対して，10～20回ぐい、乱気流に辿過してL・、

るとL、う 。ただし，ここでL、う乱気流には，弱，

中，強の種の総称で，大部分は弱，中程度のも

のである。実際の飛行中の経験を集めたもので，

危険と判断されたコースはとうぜん飛行を中止

し安全と判断されてから定WJコースを飛ぶ。

富士山付近の報告が少ないのは，富士山に接近

することは危険である。ということがノ4イロッ

トの常識になっているためであろうし富士山

付近といってもかなり離れたところを飛んでい

るためであろうと考えられる。

BOA C機の大惨事は，想像を絶するもので

あった。これを契機に乱気流を正確迅速に観測

する近代測器の開発研究が，急展開されるであ

ろうし，航空関係諸施設も，安全第一を目標に

強化拡充されて，面目一新することであろう。

事故のたびごとに， 2度と繰り返すまいと叫び，

誓われて， 今日に至っている。 もうこれでお し

まL、にしてほしL、。

犠牲にな られた方がたのご冥福を心からお祈

りすると同時に， 早急に楽しくて安全な航空実

現の日を待ち望んでやまなh、。

（筆者 ：気象庁天気相談所長）

、M》、~、内向山町内仰向、~山



全日空 ・力ナダ航空 ・BOACの

機械

わす》、ひと JJの11¥Jfこ， :,UJ；（羽rrilI、｜際病泌を 1¥1

心舞台として， Ji＇（~ 符航ヲ民）！.＇. I二ヰ~（＇ff されるべき λ

可Ji:.'1女が，i止統的に先生 した F その引，1広状況につ

いては，もはや述べる必裂もないほど Iii：，治がわ

き ， たしかに倍、総航シ；ザF論家｜杓！~があ っ た 。

そして，このj出航店：／L＇）；そ機j1:11次に刈する批判は，

今やそのきびしさを辺り越して， ~Hiltに までか

わってきている たしかに~｝（＼ 、人命を ， 320 名

以｜も火ーうにL、た っては，どのようなI：；－を浴び

せられても ，むりからぬことであろう しかし，

わたくしともは，この災’；！？を， その人ーきさ ＇），＇み

をも って，｛也をJ'iめるばかりであ ってはなら心

いので、ある。山市なrunをはら って'.J:iIった，こ

れ ら航引・JU皮の経験から，将来にl1iJじ判伐をく

り返さ ないために，何を学ぶべきであろうか

このためには，各分野の専門的知識をも って，

この災宵の立の原閃を知り，これを予防するた

めの技術的開発の資料とすることが必攻ーなので

ある。

原因を割り出す 4つの要因

!JH＆発止I＝：の）Jj（閃を考えるIfあL、，まずWlに

考えねばならぬことは，’JO＆のH’rJ長i'l':1t::1芯｜であ

る。｜’I!fOJ 11 ( Tj1:,ii~のようなぱあL 、に Ii ， この[I’（ 1°~＇

的安IA!はかな りlりj倣・につかまえられるが，航空

引放のぱあいは， •J 1：放.J31.J易ーが速しまた事故防

1)/Jの運動状況の訂正；i悲情報が少ないのできわめて

困刻，，なものである

第2の要！／；IはlllH安｜円安｜天｜である。これは主と

して飛行にさいして，パイ ロットの判断，処；n,
すなわち人的行動のさいに，存在すると考えら

れるものである。本fl二の1,fあいでも，Humman

Factor （ヒュ ーマンファグタ ー〉と呼ばれて問

題とな っているものが，これに相当する。

第 3 の＊ I大｜ は， i~十干ピ｜’r:i要閃である。 これは航

引機のように，粘術な機械がたくさん集って，

あるいは組み立てられて， 1つのもの（航宅機〕

ができあがっているばあい，その 1つ 1つの機

械の材質的， 設計 ・機構的， そして整備状態な

どに関係するものである。

第 4の要閃としては，航空管制の問題が残さ

れよう 。 これは飛行場における ， 肉11~薪陪のコ ン

トロールのほかに飛行計阿に対する指示，さら

に通過地点ょがの気象状況，その他のインフォ

メーションな どてーある。

これらの制点からこの一連の品店主事i吹を眺め

て見ると，も っと も原悶究明に岡知性のある も
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のは 2月4日の全日空の事故かもしれない。こ

れは東京向上て’発生し，機械の破損はあったが，

焼失をまぬがれた残骸が，ほとんど海r!1から引

きあげられ，これらのflffi－の資料をもとに技術

調査団があらゆる角度から原因追求をおこなっ

ている。これ’によ って，l墜落とL、う緊急事態の

発生について 「なぜ ？ どうして？ いつ？ 」

という問題をfW• 、てくれることであろう 。

全日空の事故に比べると，カナダ航宅Dc-
8の事故は，矛fl理寸前のrw湖l提への衝突という ，

形態的には事故原因が明らかである。そ してこ

の街当Eによつて燦

誘引されて事1次を大き〈した結果となつている。

事故寸前にかわされた，操縦士から管mリj普へ

の「滞陣コース誘導灯のあかりが明るすぎるか

ら弱めてくれ ！」管制塔からの「高度を下けナ

ぎている。もっと機首を引き起こすように ！」

という交信があったとLづ。なにか運命の別れ

道における，ジ ェット機とL、う航空輸送用の機

械と人間との， ぎりぎりの世界における，必死

の戦いというものが目に浮ぶように思えてなら

ない。

そして 3月511，快晴の富士上雫で、人女｜！の料b

を結集したボーイング 707の機休が，目に見え

ない乱気流に奔ろうされて， 一片の木の葉のよ

カナダ航空機の残がい
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うに，前進力を失いユラユラと，地上に！被1'itし

てゆく姿を見せられては， JiHr機のもつIi’j命l'i'j

なものを感じざるを符ない思いであるn

ここには，航空機のもつ科学技術によ って，

実証されている，飛行という計算された以術が，

一瞬にして打ちくだかれてしまL、，飛訂する能

力をう人； った 1 つの物体とな って， 数千mの；•，ν；u

にポツン と取り残された•Ji:実となってしま って

L、るのだ。衿遍性のある地球のTll；力が，この物

休に働いて，lヨ的被下の法則に従って迎動した

にすぎない結果である。10数分前に，羽田の討＇］・

走路を，4つのジェットエンジンがブーストを

掛けて，最大打I：力を発J'iliしながら，汚んだ大ヲ；c
に確信をも って~~r. －、｜二がった機械が，どうして，

このような紡果に変らねばならなかったのであ

ろうか。

機械化の中に残される

人間への依存度

われわれは，あくまでも現実に忠実であり，

;f'I・学が示す不滅の法則に従順てeなければならな

L、。そ してなぜそうなったかについて，ひたす

ら訓j、仮によ与える必~：がある 。 こ ~L こ そ利’下す る

心であり，将来に再びl•iJ じ悲劇をくり 返さない

nm－の方法と日ずる。これはただ北i'c＇）：問機・Ji:改の

みのばあいて－はないれわれわれの11：前の身近な

ところに， Jf~ こ そ変えてはL 、るが，つねに可能

性をもって取りまかれている，災’，！？に刈する心

がまえであろう。

人聞が機械というものを利川するぱあい，と

くに時間とともに移動する機械，すなわち，輸

送機関としての交通川機械を扱うとき，われわ

れは機械というものの判性をじゅうぶんに知り，

これを県縦するばあい，人間の利性 ・判断とい

うものをよく知ってじゅうぶんの訓練を和まね

ばならないものであるのなぜなら現段｜精におL、

て，完全な「｜動;jjlj話Tげj式がよ主成されていない機

械，そして完全なフェ ールセーフの機能を持た

せるに奈っていない機械矧を不ljJlJしよ うとする

ばあい，どうしても，f故後の部分は人lllJの判断

とJ文体Jに:14＇（らねばならないところが？主さ H.てい

るからであるの ことに機械の力が人－きくなり，



速度が~·：j まるにつれ，人間の出力特性ではカバ

ーすることが｜本！日Itな段階に立ち至って くるので

ある。そこでまた，いろいろな機縦覧aが考案さ

れて，その機能の応HJにより， jJJ-び人It日の出ブJ

刊性内でカバーできる ｜止抑にまで引きmそうと

しているのであるが，しかしそれでも最後の段

階ではやはり人川の判断と訓練技術に依存して，

その機能を思しているのである。

航ν；y機のばあL 、，背の耳I似与'01~行のII主代から，

,i 1 - 6.111~1 J'の11&ftへの変j廷はこの代ぷ的ゐ：例であ

ろう 。fJlイEのように航宅機が大地化，ジェッ ト

化するにつれて，もっとも凶雌とする技術であ

る心位以作は，，ii・(.fi(Radar) J;f!縦方式に変っ

てきつつあるのである。

このような時代に，しかも佼聞にはL、つての

J’；・jl,IJこさいして，全日空ボーイング 727機が，

なせニ ， ii ·;f.{Jl~hから ， ヰi視界JI~行に切り換えて，

若附行動にはL、ったかについては大きなあf感、が

生まれてくるのもやむを1与ない。このへんが，

L、わゆる HummanFactorの問題で取り上げ

るべき点となるであろう。

機械の中の HummanFactor 

わたくしが全日抱の事故のニュ ースを11.tl＜、て，

まずunに討にしたのは，i丸山、失J:£ (deep stall) 

の川紹てeあった。わたくしは機械屈の 1人であ

るから，羽在の航従事業におL、て，辺JHされる

機日lについては，あらゆる角度か ら検討された

tで選定されているであろうし，選定された機

航を以縦するパイロッ トは， じゅうぶんの知，織

と，VI刷JをHtんだ以引：jの持ち主であろうことに抗

L、はも ってい伝いωまして，機械類に刈しての強

J.!iニ説”｜，機的l没，； 1・，そして機械知の副作状態 ・

l!U:t久性心： どに刈しては，まったくのf,j似を持っ

ている。また機体 ・エンジン ・以縦；;J・日誌などの

整備についても，羽生のl時点においては，ほか

のいかなる機械知よりも厳重に，確：kfこチェッ

グされ~,irE されているものともj じている。これ

こそ引代の利学技術が人間社会に本仕している

姿としての；；n級の条件にあるからであろう。

わたくしどもが， かつての航空機 1~放を凡て

L、た IJには，エンジンの不調，機体の強度不足が

事故の主原悶のようにいわれた時代があったが，

しかしさいわいに今日では，その時代を釆り越

えているのである。が，それにもかかわらず，

やはり今1111のような迅：惨な事故が発生した。

航空機のもつ必然の原則として，一定の速度

をもたなければ， z；刊 lに浮かんでおれないとい

うことがある。航'!ii機は，緊急刀1:Jlliに立ち11'lJか

ったばあいでも，必要な水平方向の速度成分を

もっていなければならない。ここにうたi:£の問題

がげの、び tがってくるのだ。

治陸姿勢にl品、ったばあいに，水平方Ii'リのi:£

肢をおさえると，主裂における似力が減少する。

すなわち，沈下迷度が人－きくなる。水平j生皮と

沈下i:£肢の合成i:£＆：のプ'Jl1'Llは，ヨ二資の迎えfりを

大きくする最古来：，揚力がi首』I.Iするわけであるが，

この迎えfりがある仙を越えると，揚力が急、激に

減少してしまう 。以後は迎えf9がノルきくなるに

つれ，ますます似力が減少する方向にl1°!J＇、てし

まうのてーある。これが，失速の現象である。

ボーイング727のようなT守’形尾翼 CT-tail)

をもっ飛行機で、は，沈下速度のある仙のとき，

下凶のように主持の1111りの，乱された百三討の流

れの風下に，ちょうど出現がはL、ってしまうと，

水平尾翼が，その機能を失ってしまうという現

象が現われたことがある。これは英国のBAC 

-111 ~型輸送機によ っ て， 初めて経験した仏枚以

凶であった。このために T-tail機が，他のも

のより危険性が，•， 目：i ＜ 、とはー概にはL 、えないが，

しかし問題は成るであろう 。設，11におL、て，あ

るいは以縦刀法によ って，これを逃げるプj法が

じゅうぶんにとられているとは，思うが，今1111の

v 
前illi述！主

沈
下
速
度

飛行m持

深い失速現象
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づi放にあた ってまず心｜町であったのはこのよ！μこ

｜対しててeあった。とL、うのは，＇jl:故泣い｜のうち，

問題になるよ＇，（を 1つ 1つつぶしていくと，以後

に伐るのは，H’Lt主）Jj(J必として，火j£状態という

フレキシフソレな純凶内にあるlil：の財Jl'd点が伐り

そうである。 727機柿のような，1J1ll~il' I （同11'.MAツ；u
機において， 1：·.~ ,·::J度JI~行J IJ に設， ii したものによ

る泊fl何時の降下変勢＇ i＇に現 われる心配である b

機械へのf,j軌をしておきながら，これをいう

のはきわめて不｜’｜然ではあるが，はんめん， じ

ゅうぶんにl’If,iをも って行動操れしているとき

に，ふいにこのような治し火に陥ったばあいの，

Humman Factorが心配になるからである。

このことは ｜’｜動1ji:のばあいを例にとると，名

や，，~， ＇ ：i泌道路上の此l次においては， 茨木， あるい

は111,f'I・あたりの11'1：総で，2～396の下りこ う配

が 1.5～2 kmもつづく 地区での ＇JU広が多いむ

引政史｜大！としてはわずかに ｜’ハンドルがふらつ

L、た」感じだけであるのに，j型転-X・は，これに

引きずられ，ハンドノレJ栄作を，誘発されて，みず

からさらに大きな，コース逸脱やら，転倒とい

う ~Ju次に発以させてしまっているのである 。 1\':1

j£時のハン ドル以iノ｜では，こまかな修正はけっ

して迎｜｜：にはとれないのていある ω むしろハンド

ルを操作するという制；合、を削れなければならな

いのであるが，人間には衿－劾にそうは受け取れ

ないばあいが多L、。

航空機のパイロァトと ｜’l動1j（のドラ イパー と

を同一に論ずるわけにはL、かないが，人間｜問題

として似ているような点も考えられそうである。

カナダJliL宅のDC-8のばあいは，まさに機

長の判｜析のミスであろう 。 しかし，あのような

弘象条件で，羽田のような消－走路の梢造的条件

c1vn：~ルf止の存花〉のばあい， ジェッ ト機の品一昨

j並行述Jifの条件では，刻地上．日＇：jJJ.[がどのように

比えるものか，どのような条fl"が11':j度判断のrn
訟をもたらすものかは，科学的に研究IJ!i発され

ねばならぬ問題であるο さらにtl')・,<l.：路，す心：わ

ち飛行場の安全施設として現段1~11でもとられる

べき設備があってもよさそうに思える U

BOACのボーイ ング 707機のIiあい，＇，＜r.1:1I1 

ろくにおける乱気流に対する情抑と ，哲戒態度，
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精密さを誇るジェ ット縦も，判断をちょ っとま

ちがえると，かくも無残な姿となる。

あるいは，なせ山 1・J11Jりの航路を選応したかの

Humman Factor をすなおに叉’け 11－.めて，他

山の.{iとしなければならないであろう。

こう与えてくると ，見iL＇；；.；機の！ill川の，，， に，人

JIUが人11¥Jらしくノ｜：きょうとぷみるとき，：ムゴモw
ーの条「｜ーの1J1に I-IummanFactorなるものが

きわめて「n~：な｛古川’を 11i めているのて前ある ω

ただ人JllJであるから，人llUのしたいようにさ

せるのが人llUに刈して忠夫な道である，という

白日の見向ずがあるが，MJド；υ機とか｜’J!llJJIJ（とかい

うような11':j速で出動する機械主Iiにまで，かつて

にこれを版、制して， j自JIJしてはならないのであ

るc 利乍以術によ ってIJ/JゴEされた，イI能にして

イI幼な機械を，人JllJが不IJII Jしようとするlft山、

には， JJ~ (1:11主点でIJ;/iリ約を叉・ける日15分がどうし

ても残っているという・Wk すなわち，機加fa'j

の特性， J~V立の判’1•1: , ；~＼＇ fi川上のルーノレなどとい

うものと ， ~H術関係において，人JllJの行動がき

まり ，その1J』に｜ι｜山J!lの限界があるということ

を，とくに考えねばならないものである。こう

して：~＇－＇！＇？：というも のがほんとうにh’正似ーされるも

のと与えられる。

この平衡の条件を，人川にとってイj利に， し

かもにするノ＇i i..l~ －／）｛，利’＇］：技術であると --ifえるな

らば，われわれはヂ！？・技術をますます党以させ

て，！！日かな将米の社会を築くことに;J｝以を持ち

うるはずて＂＇＆） るゆ

c在者・科学野然研究所 ・交通部次長〉

？な {'{ f:l 
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2月4日午後 7時ごろ，全日空の千歳→羽田

のボーイング 727ジェット機が羽田沖に墜落，

乗客・乗務員の計 133人全員が犠牲になった。

3月4日午後8時すぎ，波霧の羽田空港に着

陸しようとしたカナダ航空のDCB形ジェ ット

旅客機が防潮堤に激突して炎上， 64名が死亡し

8人が九死に一生をえた。

あくる5日午後 2時ころ，イギリス海外航空

(BOAC）の ボーイング 707形ジェ ット旅客機

が御殿場市太郎坊に墜落． 124人全員が死亡し

た。原因は乱気流によるものとみられる。

この ような連続惨事は，世界の航空史上前例

のない ことで， 3 件の犠牲者＇~ 321人におよび

内外の航空界におおきな衝撃を与えている。



I JIι 'f~ ’ I：した 3 肢の人』j f放から 両手決のつくことである。計'tJ:WK

，号えてみると，速さと大：，［愉i去 の長さや数の不足，管制’白のオ

を持る以1iiJに，もっともっと’ム： ーパーワークなどは，まったく

全性の向上に｝］をrl:がなければ 論外で，予算がないから な

ならないのが，日本の航空界の どという工；－~、以の汗されない録

現状であろう。とくに，事故の 急のl.'',J幽である V今1111の3｛＇＼：・

大半が打陪H与に発生している’H の。H放に対する損保業界の保険

~は，安令にずa些させるための 金交払い自民は膨大なもので，どi青

空港日［ljの活将設備に問題がある 日空機の・H故に対するものだけ

ことをノJ~ している V計W.L(i"＼後 でも 2298 050 000円にのぼって

装Vi(I LS）と粁・1mリ進入レーダ いる。しかし，金銭にはかえら

ー（PAR）の完備，さらには自 れない仰い犠併を今後は/I＼さな

励行｜出袋内の開発など，現有の いよう，悶家的な観1：、1からの安

科ヤ ・技術の水準でじゅうぶん 令胞wを熱明する。 (Y H〕

は，小）~手漁船も 1 0万トンのタ

ンカーもf,iJ－の航路を通るので

ある。そして法規では，このl局者

は同ーの村ri利と義務によって衝

突を避けることになっている。

厄米，海上交通は心側航行が版

Jl!Jであるが，航路の限界はi益路

のようにゆjらかでなく，また中

央線があるわけで、もない V現

在のように船の数が多くなって

くると，港の外でも海上独特の

そして実情にマッチした航行規

制としての海の道路交通法の成

立が熱望される。 (KI) 

HY¥iを定める。そして，船同忘

は，地uリ法や衝突予防法に従っ

て圧いに位j’突を防いでいる。す

なわち，地内では治則法によっ

て航法が規制されているが， t./1

の外においては衝突IVj止法だけ

が航行：121'：の法的規制である

V陸上では大形トラックといっ

てもせいぜい 20トンが限度で

あろう。ところが海上のばあい

Vいまから I0年も1Jiiには，陸

上の災通はもわずかで，ィ；；j,l!.;ifji.

や自転車が行き炎う辺路上では

人びとは’ii~識に従って自 111に行

動することができた。しかし，

現必の部川iでは．このような状

剖は巧えられない。自動車の発

注とどf及によって，交通安全の

ための道路交通法がj¥ilj定され，

さらに＼＇［休火ぶなどの道路機的

の改j与がすすめられている v 
これにひきかえ，海上交通では

航行自由のlliUlリにしたがって，

日的地への最短コースを選んで

ある

；
；
：
；
i
l
j
 

箔誌融

ある。すなわち，総合防災学と

でも呼ばれるべき新しい境界領

域の＇＇.J':il¥Iが要求されるのではな

かろうか ..,.1]4.に自然科学だけ

でなく，心開学 ・社会学 ・教育

なと・の社会科学の分野に属する

学ii＇，］の参加をえてこそ，はじめ

て“安全のための科学”が実用

の技術として佐かされる，と主

張するものである。 (MT) 

予防時報－33

V国立｜釘災科学技術センターの 以上の利益をもたらすものであ

和遥尚夫所長は「先に！JJ突をつ る。国民のひとりひとりが，災

くって，さあこの防災対策を山 主予防の価値を認識するよう明

せ，とくる。これでは，手遅れ まれる」と説いている V災'ti

だ。新技術を採mするばあい， は忘れたころにやってくる，と

1i~~ 11;Jに安全依保の答えが月j怠さ よく言われるが，やってきてか

れていなくてはならなし、。」と らでは遅いのである。つねに災

安全のための科学が，能率 ・生 芹に対する備えが必要と される

産のための科学にいつも－!Ji・お ゆえんだが，和淫先E主の百－わt¥, 

くれていることをf旨摘している る安4奇のための科学の碓立こそ

( 3月7日.！；列日新聞） vま i山に先んじて手考えられるベきだ

た，本正志1iU』Jの本欄で，YH氏 ろう vしかも，この毎i雑なzri 』
が「｜児災はL巨vlfにF乙敵する“ij{ri'( 代のt＼ニ；mと1.u市に文、I応する

をλ七み，ばあいによつては生産 全のための科学、，が必要なので



川崎・石油工業の防災マンに聞く闘回目聞

災害予防こそ第！の合理化

出席者 三菱石油草川崎製泊119j・
北井 哲

ここ 2' 3年前あたりから，死亡災害の地加とともに，ひとむかし

前にはほとんどなかった石油が原因する災害や危険物の爆発 ・火災

が？竹山で発生している。新潟地底のときの石油タンク火災，東京 ・

川崎化成工業（附引務本部
田中

lfH和石油側川崎製1111所

信吾

勝目占倉庫の：爆発火災， 室蘭のタンカー火災，西宮のLp Gタンクロ

ーリーの爆発火災など，大きな事故だけでも枚挙にいとまがない。

原

目点ユニカー附川崎工業所

清幸

また，先進国であるフランス， ドイツ，アメ リカにおいても，この 藤 田 敏雄
ところ相ついで大災害が発生している（~~ペー ジ参照）。そして今

後も，国民住所の向上と化学工業の進展にともなって，ますます危

険は増大するものと考えられる。

危険物の間窓iはひじように多いが，関係範囲の広い石油精製と石油

化学工業コンビナートの災害予防の実情をお聞きすべく， 川崎臨港
工業地帯の現場の防災マンにお集まりねがった。

古河化学工業（的生産・部
武藤 秀一

危険性の認識が第 1

炭谷 お朱まりのみなさんは，石油関係の安

全保交のtfH線で仕1j1：・をなさっておられる方が

たですが，きょうは，現場の安全保安の責任者

として日常考えておられること，苦心しておら

れること，希望しておられること ，あるいは具

体的にどう Lづ対策をとっておられるかという

ことなと，L、ろいろとお話しいただきたいと忠

L、ます。

藤国 対策はべつに複雑な新しいものではあ

りません。ごく一般的なものです。家庭のばあ

L、と l1J°.Iじように，危険度に刻する札織とい うこ

とが，まず第1の課題だと思います。

たとえば，溶解アセチレンですが，この近所

の工場で事故がありま したね。むか しはカーバ

イドか らアセチレンガスを山していたが，ひじ

ように危険どった。それが，溶附アセチレンが

できて，'it..＇－＇；でだということで感んに使われるよ

うになった。た しかに，溶fWアセチレンは従来

の水封式のガス発生装置よりも安全なわけです。
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司会 安全工学協会理事
炭谷不二男

(Ji民不同 ・敬祢略）

しかし，これは比較の問題であって，溶肘アセ

チレ ンも漏れれば縦発する混合状態にす ぐなり

ますし，けっして安全ではなL、。危険きわまり

ないわけてeす。

ところが，あまり安全だ，安全だと言うので

ボンベに腰掛けて切断したりするよ うなまちが

った”安全”に考えられる傾向がある。こんな

ところに，事故の 1つの原因があるのではない

でしょうか。

炭谷 それは， 1i耐だけをとらえて工（｛ぶした

り説明するということですね。そのため，刈筑

がちゃんとあり ，当然とられるべきプi法もわか

っているにもかかわらず.•J 1: ,1＆ーを起こしたという

ことで， しま った，残念なことだ，というわけ

ですね。

藤田 ですから，どこで・J1:放が起きたと聞け

ば，だいたいが放の内容は也像つきますよ。ま

あ，まちがL、なく当たりますね（失〉 。

炭谷 どうですか，武藤さん。

武藤 そうてサーね。あまり統l械がないので

（笑〕。



炭谷 災’占の経験がないということは，ひ じ

ようにけ っこうなことですが，どうして経験が

ないのか，うかがL、たいものです（失〉。

武藤 2 , 3 11 1lfiに粉じん爆発がありま した

ね。これについて，いろいろと報道されていま

すが，はじめは，火kしの全然なL、｝91"から火が山

たので，JJj(I大It判所，［！： >z~ではないかとみられてい

た。しかし， 「どうもこれはおか しい。火試を

使っていたのではないか」と言っていたところ

が，今削の新聞を見ると，やはり ，51特あたり

で火を使っていたのがはっきりした，とIllてい

ましたね。

火災の原閃には， 1'1Jf'1［！：＜，（（しもあれば火気もあろ

うし，また火花もあるだろうが，火災予防のた

めの作業法準がないとか，あるいはルーズな所

に’j~：放が起こ るn れJli則的ができていて，プラ

ントで作業するばあいにはhliけ山とか計二可制度

をしいて，ルールにのっとってやる態勢が強力

におこなわれている一，－.場には引l吹がなL、。と，

われわれl析定しているわけです。

いままでの引例から見ても，守らなければな

らないJレールを逸脱した行為があったり，ある

L、は，そういう安全j克則がないというようなこ

とが火災の原肉になっている。

先円の粉じん燥発も，あの火気が日けをIUし

て認可のうえでやっていたら，おそらく 発生し

なかったのではないかと思いますよ。

田中 粉じんに刈しては，消防にしても法flt

関係で：わ りあいのんきなんじゃなL、かと感じら

れます。粉じんがあっても，その横でのんきに

溶J妾 ・ 溶附をやる。 とくに工事が I~！ ネ｜：の作業員

でなく下品けのばあい，そこらにゴミがたまっ

ているとしか感じない。

粉じんというのは，ガスと述って dustcloud 

でなく dustrareでも爆発することがある，

ということが＇il¥",ii＆化しなくては，粉じん煤A発は

なくならないのではないかと思います。

武藤 われわれの191も，以前はやっぱり安全

の胤則がなかったんです。安全 ・保安というよ

うなことは，ラインがみることであって，とく

に専門のセクションをおく必要がないというな

見が~d（か ったわけです。 ところが，お そろしい

物質を使っておりますので， lliH'Ll36年ですか，

火災にな っちゃっ た。これは，火災にな って、＂＇1

完投心：んて心すね，その物質ーの性質から判断 してあ

たりまえのことなんです。

そhからは，ひじようにシビアになりまして

ねυ アメリカのセーフティ のシステムがひじよ

うに強烈にはL、ってきたことも 1つのJJ.iTJ大｜にな

って，）I目1訪れこL、っています。

現在は，主了．干＇，，『て eあるリアクタ－'J!:flに関し

ての爆発引J皮とか災害は，まず符1！！~です。 2 市ー

にも 3亜にもコントローJレされていますから。

L、ちばん問題なのは，ダウンとL、う後処JJfJ工科

です。 プロモー タ ー （溶斉IJ) を抜く後処]Jjl 丁－t~＇.

の段階に ·j~：，吹が多い。

一般的に化学工来ーの保安のネックは，後てt＇，，’

の（i＇：；’l里にありと店、うのですが，どうですか？

田中 だいぶプロセスは述いますが，メイン

はどこでもよくできていますね。なにかあって

もいいように，火事が起きてもだいじ ょうぶな

ように作ってありますからね。やはり ，わきの

流れと巾しますか，次工科にどう L、う処J:qjがし

てあるか，問題があるようですね。

無水フタル階を作っているのですが，いちば

んこわいのは爆発で， そうとう危険な産業とい

うことになっています 。 しかし，爆発の原閃も

L、ちおう究明できましたし，予防Jl¥/i'"i'もありま

すので，もうなれたせいかこわいとも忠わなく

なりました（笑〉 。 ー般的に煤発が多いと言わ

れる無水フタル階で．業も始ま って以来 15,6作

になり ，ょうやく保安のJlj・置ができるようにな

ったということではないかと思います。

かわりに，あまり爆発に気を取られて庁｝，＇ょが

できたせいか，去作ナフタリンfr印の火災をや

っちゃいました（笑〉。

社内の安全規則の確立を

藤田 先ほど武藤さんが言われた安イリ見則に

関してですが，ひじように感心した例があるん

です。もっと も，これは外人なんですが。＇.＇！：・ち

入り禁止区域にはL、ったばあLらわれわれだと

「出て行け」というわけですが，かれらは文句

なく i".E転を止めてしまいますね。それから 1'1分
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で於if・.区域外まで＇）I叫ってfjき Ej U このへん

は，やはり会社でJfHをひたりと決めていく と，

：ム’全子i’Jtgは徹氏してくろんですれ

そオリこは， トッフマネージメン トクラスが，

ただ危険があるから%をつけるとか，うちは火

災を起こさないように次全治 1Iごとか：jうだけ

では，なんにも幼！以－がない。あそこにはいった

ら，いやおう il·~っす’ lトーめなさい， ということに

なれば，完イそに止ゾ＇）~：：が I·. カf ると d山

炭谷 ｝よ〔いき つて＊行令しうる¥11tl炭がツえられ

ていると h、うことと， トップも そう L、う作flHを

うえなければL、けとに¥ ＇＇ということて ‘すね

藤田 ゼネラルモータースあたりの：交全のんー

引は，ひじように只休J'J':Jてサーね。「1本みたいに

安全週間に訓長が,iJll昨するような（父〕ことで

なくて，ひとつひとつ只休l内に指示しているよ

うです。

武藤 そのためにも，五’令刷川とか作業釘＇.1¥f'

をはっきり納かく決めて，防災jl＇・ψ1者に強力な

村f限を 7える必'Jk：があります。

田中 わたくしどもの所は，去年の12)1に，

はじめて1/--1o:諜ができた

のですが，いちばんf[,(:jl;j

に｜’！分の会社の・JU次例を

令部リストアップして分

ffii、たしました もうす

こしil：，むしておれIf，ノレ

ルにしたがっておれIf,

ーという＇J1：例がひじよう

田中信吾 氏 に多い。

それかられl/']O）刈＊ですが，まずチiMi:かあ っ

て，その経験がj占拠になって刈策が＇ Iてまれて く

るのひどい例では，［1dじこ とを 31日｜やってはじ

めて刈策が航。：される。そういうふうに，多く

のばあい経験「ドゴに仏＇＆の予防刈策が心てられて

いうものだとJ品う のです それで，危険なJJ.119r

の行動を予知することが，いちばんのキ ーポイ

ントではないか と思っています それには， .｝＿.；：

而に山た事故例だけでなく，うちの会社ではツt

’.：；（qg泉側先”と ，－；・ っていますが， .｛J:1(1iに11：ない

引J改：までに平らないよ見象 たとえば，どこ そ

この侃！立が，色、にトーがったと L、うような こう

予防時報－36

いったものを分析していって，事故のない状態

にまでも ってL、きたいと思ってL、ます。

炭谷 料！検を生かすこ とが人すiであるという

ことが 1 つ， そ して統！験といつて も」~I百｜に現わ

れないもσ〉て、アクシテ．ントを｝包こしているもの

をJJ:i！り 11：す一ところに；1・i=

刈鴻．になるということてすねc

予防は相当な範囲まで可能

炭谷 石油精製のtH・紋で苦労なさ っておら

れる以さんには，火災予防のいちばんの問題と

L、ったようなことをおJ百しl飢えれば

原 予IW上の問題として三えますことは，事

故とか災’，1；.というものは，あらがじめわかって

いて1¥%11iしているばあいには，まずぜったいに

起こらなL、，ということです。たとえどんなに

危険な作業でも，危険性が令休に衆知徹底して

いて，それに刈する対策をがっちりやったとき

には，まず:il..'-'lcに施行できます。そう いう店、l沫

で，先ほど ，しまった，という；百しが11：ました

が，しまったという 併には 2とおりあるわけで

すね 1つは，ちょっと危険だなど予感がして

いて，なんかの条fl二で刈策に徹氏を欠いたため

に仏1，主になるばあいですれまあ，このケースの

•Ji)改はきわめてノj、さ なものが多いのですが， ち

ょくちょ〈ありますね 。

もう 1つは，われわれが知らないときに起こ

ったり，知らないが例が発生するもので，ルー

ルや｝Jjf)!ijがあらゆるものを通じてできていない

ところに起｜天lするものではないかと！［長じますe

L、ずれにしても，予防ということは， そうと

うな W~f!lfのところまで可能だ， と： iL、うると，lι
いますr

北井 わたくしの所も，原さんと川じで石川

村製会社てすから，石力11~川すべてのものを作

っております。 Lp Gもありますが，ひじよう

にガス化しやす ＜')I；｝く，＇.. 

L、｛）Itで寸－ こういうものについてF危険性は

もう’1;1・,;1＆にな っていると思うんて：す。ところが，

どうもガスくさい，ガソリンくさ＼ ', fil祭にガ

ソリンのベーパがあるかどうかマッチをす って

ムょうじ ゃtc¥ 、か C'r~・〉というよう t.： パ カノ t カ



しいケースがあるそうですね。

うちの社員には，もちろん，こんな非常識な

のはL、ませんが（笑〉 ，それでも従業員に対す

る教育は，入社のときだけでなく日常も危険性

の認識を徹底させています。

しかし，ご存知のように，化学工業というの

はつねに補修 ・改造をしなければならない。こ

の工事は，下請けを使ってやるわけですが，こ

の下請けの仁llに1人でも不心得者がし、れば，い

くら従業員だけを教育してもしかたがない。従

業員 ・下請けと区別せずに，梢内にはL、る者は

すべて戦力なんだと考えて，徹底した安全教育

をやっています。

「三菱という所はうるさい工場で，なにかや

るたびに文句をつけられる 」 （笑〕。

しかし，こと危険物に関しては徹底して，た

とえお客さんであ っても危険については容しゃ

しない。みんなて、注意 しあうというふんい気

がでできています。こういうふんい気なり気

持をもっていただけるようになってくると，災

害もずっと減ってくるのではないかと考えてい

ます。

炭谷 現場で担当しておられての問題点と苦

心，同時に対策になるポイントをお話しいただ

九、たのですが，つぎには具体的に火災予防の方

法 ・措置で現在おやりになっていることで，広

〈みなさんのためになることをお話しいただき

，たいと思います。

日中 最初に，災害防止を全工場あげてやる

心構えJと組織を確立することから始めました。

合理化ということばがありますが，自分の会社

の トップから下請けの末端まで予防思想、を徹底

させて意志の統ーをはかることが，第 1の合理

化だと思うのです。

それで現在，目標としまして労働災害の防止，

火災・爆発の予防，構内の交通安全の3項をあ

げ，具体的には部課別の予測される危険を 1つ

1つチェ ッグし，それに対する対策を消防隊の

訓練まで一貫して確立する。要するに，実践的・

具体的な，場所に即応した予防策を立案すべ〈 ，

今年のはじめからスタートしている状況です。

炭谷 いわば科学的に対策をとられている。

トップから末端まで全員の考え方の思想統ーを

するということ。これは，災害防止ばかりでなく

すべての業務に通じる，これを大きく言えば災

害防止で、意思を統一することは，あらゆる会社

の業務本来の推進開発になる，ということですね。

藤田 うちでは，工場の安全規則をプリント

してありまして， 1日来る人でも読ませて，以

上の安全規則をj厳守L、たしますとサインさせ，

提出させています。

田中 それは，下請けの労務者 1人 l人にで

すか？

藤田 ええ，全部名符を／±＼させてチェックし

全部に読ませ提出させています。われわれ安全

の担当者が現場を歩いて

いて，リストに載ってな

L、者は即時退場させるこ

とにしてあります。それ

から，先ほども話しに出

ましたが，下請けのこと

では，ひじように困って

います。一概に言っては

惑いのですが，だいたい 藤 田 敏 雄 氏

下請けには規制されることが嫌いな人が多いで

すね。あまりうるさく言うと，ここで働くばか

りが能でないと，もう来なL、。ですから，わた

くしの所では，安全についてはえら〈恐ろしい

ことを言うわけです。なにかあると，すっ飛ん

じゃうぞ，と誇張しておどかすんですが（笑〉。

これはやはり，石油工業のように危険な工場は，

どこに行っても同じように規制されるようにし

なければダメだと思うんです。そうすれば，い

やでも規則にしたがうことになるから，いちば

んの方法ですよ。

それからもう 1つ，わたくし，むかしはアン

モニヤ合成にいたんですが，最近はアンモニヤ

合成工場に行くと，とてもこわ〈ていられない

（笑〉。これは，自分の所ばかりにいると，危

険になれてしまって，マンネリズムになるため

で，いけないなと感じています。ですから，安

全保安を管理する人聞は，方々出歩いて，ほか

を広〈見て新い、ものを導入していかなければ

L、けないと思います。
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科学的な消防行政を

炭谷 どうですか，武藤さん。当面の問題点

についてお話し〈ださいませんか。

武藤 日本人というのは，ある店、味ではひじ

ように順法精神に富んでいる。法律というのは

最低の規準を決めているものだと思うのですが，

最ー低の法律さえ守ればいいんだと Lづ考え方が

ひじように強L、んですね。実情に合った対策を

誹じようとすると ，法律にもないことを決めな

くてもいいじゃないか，ということになる。法

律さえ守れば，爆発なり火災なりがないかとい

うと，そうでもなL、。

われわれは，安全なり保安なりの業務を遂行

していくうえで，そうとう大きな権限が与えら

れてはいるが，現行法律が実情に合わないし，

民間側の自主性を尊重しないililが多L、。わるく

言えば，H木の法律がじゃまして， じゅうぶん

な予防刈策がたてられないというわけです。

炭谷 官庁側の安全 ・｜坊火行政の実}jiJl方法に

も問題があるのではないてーしょうか？

北井 わた〈しが，まず言いたいことは，消

防行政をもうすこし利学的に，ということです。

北井哲氏

民家を対象にした消防車

に原液を積んで，これが

化学消防車て＊すという考

え方は，すでに過去の時

代のものです。いまの石

油工業は，そんなチャチ

なものじゃありません。

火事になったら，そんな

化学消防llIが何台来ても

とても消せません。j川県が大き〈なり I「Ji度化し

ていると いうことですね。

ですか ら，消防行政はもうすこし利乍l'i':Jなあ

り方でなければ追っつかないわけです。 1つの

例を，JI、ますと，工引をしていると 「｜切火監を

建てろ」と言う わけです。 「どこまでだ」と聞

くと， lその工引の布さまでだ」。それで防火壁

を建てたのですが，実際にそこまでガスが行〈

かど うか｜向車がある。 むしろガス検知器を持っ

て来て検公し，「ここはガスが出るじゃないかJ
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と笑際に数値を出すように，科学的にやってほ

しいてやすね。

藤田 火気についても，危険物のそばで反射

温度を測れl出、いんですよ。バイオメ ーターを

持って行って。ただ口で危い危いでな〈 ， 「こ

うL、う危険物で，これだけ温度が上がったらま

ずいだろう。ここにしゃへい物を置いてみろ。

ほら，これだけ視度が下がったろう」というよ

うな実際的な，数値に表われて理論的に相手を

納得させる指導をすべきですよ。法に決まって

L、るからしろ，と言ったってね，人はついてき

ませんよ。

武藤 もう 1つ，ハイドロカーボン系の研究

委員会のことですが，この実験費を県庁が出し

てくれる。 5年間で 2000万円ですが，官庁が

安全保安の研究に自主的に投資しようと L、う考

え方は，おおきな意義があると思うんです。消

防も，すこし見習ってほしL、ものです。 （笑〉

原 自分の会社を防衛するために投資してい

るのだから当然だとは言えますが，防火設備の・

面でも，金でなくても精神的なものでも I＇＼、か

ら，ここまでやったから認めてくれたんだなと

Lづ対外的なメリッ トが出てくると，ずいぶん

ちがうと思いますね。

これからは，ますます競争が激しく なってく

るし，ぺイしないものには投資しないよ うにな

る危険性があると思いますね。政治的にも前向

きのふんい気を作っていかないと，保安 ・予防

はだ、んだんやっかいになってくると思います。

民間の自主性を尊重せよ

武藤 わたくし提案したいのですが，保安管

理が後備されて事故皆無だとか，事故の内容を

検。iJしである一定の基準

に達した事業所にま日、て

は，その会社の自主性に

ゆだねてもらう。立ち入

り検査などしないで，事

業所自体の検査をチェッ

クする程度にする。

そのかわり，災害がひ

んぱんに起こ って，コ ン 武 藤 秀 三 氏



ピナー トの｛主L己もうかうかできなL、と L、うよう

な災宵多発工場は，検査をもっとシビアにする。

1級事業所，2級事来mrという ふうにランク付

けをして，現状に適応してやっていく；む｜匂に，

もうそろそろ消防も動いていいのじゃないかと

思います。

藤田 ある一定規模で，一定組織をもって火

気を管理している所に対しては，もっと柔軟性

をも って望んでほ しいて。すね。

たとえば 1つのプラ ントを作るとき，ア ンモ

ニヤのタンクと石油関係のタンクは，同じ可燃

性の液化ガスと可燃性の液体で，火がついたら

消せないものだから，しかたないから寄せてし

まおう。そして，よそに火が回らないように，

他の部分との聞に距離を設け防火へいを作ると

L、うのが，われわれの考えプJなんです。ところ

が，消防法ではこの可燃性の両者の聞に2omの

距般を必要とする。いまの法律では許可になら

ない。不合理ですよ。

L、ま，はじめに中しあげたように， 一定の基

準以上の工場は，その会社の安全規則で，必要

ならば届け出て承認するということにしておい

たほうがベターじゃなL、か。＇i"¥'J'.F［！：伏態が忠けれ

ば，公共のみt全に反するということで，j)IJに規

制する子段はあるはずです。ですから，もっと

も っと 白主｜生を尊重して，そこの1~・3ピ管理者ーに

刻して雌限をもたせた防火作埋をしたほうが，

より古｝j~荘的だと思うんです。

そこらに災吉IV:i1J二の近代化の方法があり ，そ

のが：県として大月的に実情に合った＂），，：’全策が立

てられると ι也います。

北井 みなさんのお話しをうかがって，危険

物を扱っている所はそれぞれに名｜ι11’l主的にや

っているけれども，これからは！iii家的な｜幼火の

問題にな ってくるんじゃないか，という感じが

するんです。批近は，公’;:l{rも；＼／：がなく て設備で

きないんな ら金を借してやろう 。だからやれ。

Cl己資会てLゃっ たばあいは，税の免除をしてや

ろう，というような借位まで法律で考えている

わけです。それから労働災害についても， ~1 1 小

企業で金がなくて設備ができないなら金を借す

から，ここまでやんなさい，とL寸法律が今年

度の国会で通過しそうな状況です。

ところが，消防法では，ぜんぜん考えられて

L、なL、。設備をしても税制免除もなにもなh、。

メリットがあるのは，損保さんのほうだけです

よ（笑〉 。消防法も，規制を強化してわれわれ

が動きにくい方向に改めるのではなく，大所 ・

高所に立った災害防止を考えて，動きし、L、ほう

に改正してほしいものです。その点，アメリカ

あたりでは，どうなんでしょうか？

炭谷 すべて自主性を尊重する。官庁は，自

主性尊重の立ち場で監督 ・指導する。日本のほ

うは，自主性を尊重しないで，権力増強のため

に監督する（笑〉。根本的に違いますね（笑〉。

損保業界に望む

炭谷 災害予防対策のネックになるのは，効

果の判定がむずかい、ということです。消火設

備を完備しても，その結果どれだけ事故が防げ

るかというと，これはわかりにく L、。しかも，

効果がすぐに出てくるものではなu、。そういう

意味で，きょうご出席の方がたには，いろいろ

と悩みがあるのではないかと思います。

原 田保業界にお臨！＼、したいことがあるんで

す。 と中しますのは， JW~の規格に令絡した消

火設備をすると保険の料率が害iJり号｜かれるので

すが，これをヒモ付きで剖りヲIi、たらどうでし

ょう 。たとえば， 2096苫ljりヲ｜くとすれば，その

うちの 5%はさらに防火設備に投資しろ，投資

しなかったら；切りヲ｜かないぞ。そ して，それを

チェ ックする（笑〕。

藤田 わた〈しは，かねがね思っているんで

すが，もう消火設備で別り引きする時代じゃな

いと思う。防火設備if全体として考えてほしL、。

と言いますのは，プ．場はどこでも危険性がある

ので，本来は~て物の梢造自体が火災や爆発を

防げるようにしなければL、けないわけです。で

すから，こう L、う基本的なものに刻するメリッ

トを考えていただきたい。

それから，消火位が辿て物のそばになしぐ

るりと回りを囲むようになっているんですが，

損害保険料率算定会では剖り引きが認められな

L、そう です（笑〉 。全体の消防計画を，大きく
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1つの刈象として考えていただきたL、。

工場の安全保安担当というセクションは，個

々のものでなく全体として防災を考えているの

ですから，そういう総合的なメ リットがあれば，

トップマネージメントに対しても「こういう，ii.

；凶があるから割り引きもあるんですよ」といえ

ば， 「なるほど」と火災予防にもはね返ってく

るんじゃないてかすか。

武藤 そうです，そうです。いまの却しを具

体的に例をあげて話しますと，タンクにウォ ー

タースプレーをt設備すると，なん9oかの剖り引

きがあるとしますね。ところが，こんなものは

タンクがぺちゃんこになったらスプレーところ

じゃなし、。それよりもむしろ，タ ンクが問れな

h、ように，ぬjれないように， i止をがっちりした

コンクリート にするとか不燃性にするとか，11月二

造的にしっかり設備するほうが，｛政t,&・よ袋発の

ー危険がなくて第 lなんです。

それから，LPガスタンクなどでも， 「f剖決

だから周囲に囲いを設けろ」と，われわれは主

張しているんですが， 「法律にもないことを，

なぜやらなければならないんだ」と言われるん

です。このときに，消火設備を泣いたから剖り

引くよということでなくて，大災害を防ぐ設備

・構造に対して考えるとL、うように，損保でも前

府きの姿勢で“予防策”に対するメリ ットを考

えるならば，われわれもそれを錦の御旗にして

（笑〉いけるわけです。消火設備はだいたい予

．防じゃなL、んですからね。

原 それから，割り引きのことですが，消火

，設備を作っちゃうと，ずっと同じ剖りづ1きにな

るんですね。わたくしは，それじゃまずいと思

うです。と言いますのは，技術はどんどん進歩

するし，製品もだんだんすごいものができてき

ているんですよ。だから，年次予算のなん%を

安全に｛克っているかによって，剖り引き率を考

える。

ー武穣 トップが「なぜこれをや らなければh、

けないんだ」と言うようなばあLら損保あたり

が危険な爆発事故をおよほすような所に処訟を

した事業所に対しては大幅にメ リットをみると

山、うふうになれば，われわれ現場の第1線で防
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災をあずかる担当者として，いちばんありがた

いですね。算定方法にそう L、う恩忠的なものが

あるなら，もっと近代的に設備的に考えたほう

が釘宮が少なくなる（笑〉。

相互応援協定について

炭谷 ところでみなさん，地域的にも業務内

容でも代ぷ的な方にお集まり願いましたので，

最近関心が高ま っている共同防衛 ・相互｜；右衛に

ついてお話しいただきたいと思います。

川崎のエネ：11Hi；：は埋め立ててー地区が4つ〈ら

いに分かれていますが，千鳥町のほうか ら相互

防衛休勢について， あら ましをお話しください。

武藤 千，（JlllJには，現有べつに相互防術協議

会のようなものはありません。これはちょっと

できないし，むしろ作っても無立l沫た‘と思いま

す。というのは，千鳥!IO地区のばあいは，ご承

知のように新しL、工場地；：n=で，（也の地区のよう

に密集した不規則な環境がありませんし，相互

の工場の間隔が大きいから他の工場に延焼する

可能性が少なL、。

しかし，いちばん大きな理由は，消火活動を

統ーしておこなえなL、。エアフォ ームを持って

くればL、＼ '' ドライケミカルを持って〈ればそ

れですむといったものではない。ふうの常識で

消火のできないーーたとえば，消防車がl品、っ

てきても，どうしようもない，といった一一要

素があるわけです。

逆に言えば，強力な化学消防力をもった自衛

消防でじゅうぶんである。外部から応援に来て

もら ってもムリだということです。千鳥i町のば

あいは，それこそ化学工業の特色で複雑ですか

り。

田中 実際にわたくしとも考えまして，たと

えば＇PDIのタンクがあり Lp Gσ〉タンクカfあ

る。 そのうえノミーオキサイドがあ って，事故が

起きて外部か ら駆け付けたときには，もうすん

でますしねえ。

武藤 どこにどれ、うものがあるかを知らな

くては消火活動ができなL、。公開できれば別で

すけどね。額むときは，もう破壊消防の段階で

すよ。消防車が来たときは工場破壊だ，全員待



避だ，われわれいつもそう考えています。

藤田 わた〈しの工場がある浮島地区では，

相互援助協定というのが施行されています。そ

れについて，わた〈 しはこう考えているんです。

各会社によって，それぞれ実情は違いましょ

うが，むしろ相互援助協定というのは， 1つに

はお互いに迷惑をかけなL、， ということだと思

うんです。たとえば，隣の工場のすぐ横には危

険性のあるものを建てなL、，ということ。

それからもう 1つ，実際に火災になりますと

消火には手が出ないとしても，2次災害を防ぐ

ためのふ〈射熱対策に公設消防と協力して相互

援助する。火の出た工場よりも，その隣のほう

を援助するということです。どこかで火災があ

れば，消防車を門の前に引き出して，いつでも

火元の隣に水をかける準備をします。直接その

火を消すとh、う考えはないんです。これは危な

くてできない。

それから，貯水そうの水がたりないばあいに

は，海岸から 5台も 6台も中継して水をヲ｜〈。

それ、う ことを相互に協力する。という意味で，

やはりあったほうがL、いと考えています。

炭谷 つぎには扇町地区になるわけです。扇

町地区には相互応援協定があるはずですが，現

在，原さんの所が当番工場だそうですね。

原 ええ，当番に当たっております。昨年の

4月に扇町地区相互応援協定がて。きまして，最

近もう 1社加盟申詰が出

ていますが，現在12社が

加盟しております。趣旨

は，扇町地区の消工場で

火災が起こ ったばあいに

は，連絡を受けても受け

なくても，自主的に出て

行って応援 して当たろう

原 清幸氏 というもので，その範囲

は民家も含んでおります。

川崎の工業地帯で民家があるのは扇町．地区だ

けですが，これは他に比べて特殊な条件です。

た〈さんの引火しやすい危険物をつねに貯蔵し

ていますので，民家から火災が起こったばあい

でも，最悪の事態には被害を こうむる。それ、

ったことも考えて，民家も防衛対象に加えたわ

けです。

消防車を持っているのは 3社ですが，各社か

ら提供しうる消防用の機材 ・資材をリス トアッ

プしまして，火災のばあいには提供するように

なっています。この協定に基づ〈訓練も，1年

たらずの間に 3回ほどやりました。

先ほどからのお話しに，他社に応援に行って

消火活動をおこなうのは危険が多いということ

がありましたが，わたくし考えまして，石油工

業の火災となるととても 1社の人員 ・機材 ・消

火施設では対処できない。とくに，初期消火と

いうテクニッグの面で，短時間のうちに大量の

あわを使って消すことが，この相互防衛協定に

よって可能になったと感じているわけです。

さらに，今度の消防法では相互防衛協定を給

んでいる各事業所に対して，自衛消防組織とし

て認めるようになります し， 消火機材の2重投

資を防ぐとh、う意味でも， ひじよう に大きな意

義があるのではないかと考えております。

武藤 それ、う相互協定はなくても，千鳥町’

では似心伝心で，ひ じようにコンビネーション

が＼，， 、。先ほど話しの出たナフタリ ン工場の火

事のときでも，自然発生的にどんどん消防車が

はいって来て消火に当たるし，近くのタンクに

水を掛ける。相互防衛協定というような，わ札

われのばあいさしさわりのある ものを作らなく

ても，自然にそう h、う状態になりきっていると

L、う姿が，もっとも好ま しいのではないかと息

L、ます。

田中 これは，コ ンビナート としてのつなが

りと言 うより隣近所，隣組ということですね。

あの火事のとき，消防自動車が12台ですか，来

てくれま してね。お隣も，自分の所のタンクは

散水装置で水をぶつかけて冷却なさる。そのう

え消火ポンプも据え付けて応援に来てくれま し

た。 こっちは自分の所となるとあわてましてね，

もたもたしていると，さっとへイ の上から ノズ

ルが6本出て来ましたよ（笑〉。

やはり身近かなものは，自主的に自然に応援

しあう ，ということですね。

原 隣組的に考えて，相互応援協定がL、らな
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いんだという考え方については，実際の火災現

場に出動したばあい，他工場の危険な所に行く

なと言っても，消防隊員は筒先をもってどんど

ん中にはL、って行きますよ。自分の所だ，ひと

の工場だと，みさかいはありません。「l分の会

社の＇I＇がケガをしたとか死亡したばあいには補

償できるが，ほかの会社に行ってl’l主的に砧極

果敢に突っこんでケガしたばあい，これは補f1't

の問題でめんどうなことになりますよ。

扇町の相互応援協定を作るときに，この問題

がひじように論議されました。 「L、ままでの隣

組の精神でいいんじゃないか」という，立見もあ

りましたが，三菱石油さんのお骨折りをいただ

き基準監督署の承認も得まして，ある条件がと

とのえば補償するとL、う明確な線が出たわけで

す。これは，ひじように心強L、んではないかと

感じております。

あわ原夜の共同備蓄

炭谷 各地区の模様をうかがL、ましたが，や

はり ，その工場なり地域的な特徴があるので，

その地区の特徴に応じた防衛休勢をとっている。

また，これからもそういうことでいくほうが突

F際的であり効果的である。というふうに感じた

わけです。画一的にお役所式にやろうとしても

効果がない。

ところで，北井さん。消防署を＇ I二l心にした協

明防衛について，現状をお話しください。

北井 新潟の経験に学んだわけですが，京浜

地区で大きな災害が起こったばあいに，あわ原

液の準備があるのか。消防から事業所のj京液タ

ンクまで含めて，やはり 10ooo eくらいは，つ

ねに準備しておかなければL、けな＼ ＇＇ というと

ころから百舌しが出ました。

臨港消防協力会というのがあるんですが，そ

の会員会社で火災が起こったら，消防署が持っ

ていって使ってもよいというような“あわ原液

の共同備蓄リを始めたわけです。しかし，この

原液と公設消防のもっている原液とをあわせて

も，まだたりない。

それで，消防のほうでも，民間の会社がそこ

までやるんならと，原液の製造会社に工作しま
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して， なん千4かはいるiJjTi伎の供給会Jrllを作っ

て常時一定量を『山、といてもらうようになりま

した。その紡;:R・':fJl右」は合計 100006以とが準

備されています。これも，臨yJJ'fl'illむ｜あん会のん

同備蓄から対jぽ発したわけです。

炭谷 協同防衛についていろいろとお話しを

炭谷不二男氏

うかがったわけですが，

ほかに石油業界として石

油述盟の川崎地区の｜必JriJ

I~右衛があり，労働省関係

では化学爆発災宍防1卜．協

議会があります。

化学工業と L、う のは，

もともと危険性があるも

のなんですが，それを克

服して今日まで拙進し，世界的なスケールとレ

ベルにもってきた基礎には，みなさん方第1離

の担当者のご苦労と努力があったものと思いま

す。

最後に，これはわたくしのつねづねの持論な

んですが，今日の資本主義体制下で，人の労働

力まてー金銭て・f.'f1irliする時代に，災害予防の利益

を認識させることはひじようにむつかしいこと

ですが，社会全体に災害予防は利主主になるのだ

という考えが普及しないかぎりは，いつまでた

っても災害はな〈ならないのではないかと思い

ます。それ、う芯；味で，災害防止も目先だけの

一局部の考え方ではできない。高所 ・大所に立

って考えることだろうと思いますので，今後と

もいっそう，みなさん方のご努力に期待してい

るわけです。

きょうは，ひじように有益なお話しをお聞か

せいただきまして，ほんとうにありがとうござ

L、ました。 （文責 ・本誌編集部〉



旅館 の防火管理

3月11日の水上温泉 ・菊富士ホテルの火災で

.30人の焼死者を出したのにつづいて， 19日には

白浜温泉でも 4人の焼死火災が発生し，各地の

ホテル ・旅館はひじように神経をとがらせてい

る。

本誌としては，団体宿泊のホテル ・旅館の火

災予防対策がどうなっているか，また消防署側

の指導が，どうおこなわれているか，つねづね

問題としてきた。そして，この65号で取り上げ

るべく準備してきたやさきの事故であった。い

ささか時期を逸した感もないてやはないが，全国

からの修学旅行客を受け入れる東京 ・本郷の探

訪記を掲載する。

本郷の旅館街は，火災に対する日常の訓練と

管理態勢に力を注いでいる点で模範的であり ，

また，本郷消防署は予防査察面で先進的な署と

%、われるだけに，全国の旅館や観光地の消防署

の参考にもなるものと考えている。

日常査察

消防署員による予防査察には，第1種査察か

ち第4種査察まで，消防法施行令や東京消防庁

査察規程によるいろいろな種類がある。第1種

査察は一般住宅査察で，第 2種査察が，重要対

本郷消防署の予防査察から

象物で，法令に違反している点についての査察

であり ， これは指定査察員がおこなう 。 ~3 種

が警戒査察で，日常的な状況の点検をするのだ

そうだ。しかし，受け入れる旅館側からすれば，

消防署員の査察である点，何種といってもそこ

に違いはあるまh、。

なにはともあれ，2月11日，査察に随行する。

査察官は，係長をキャップに 3人，消火器具 ・

電気 ・ボイラ ーとそれぞれ専門別に担当が決ま

る。

査察対象の旅館に到着すると，まず防火管理

者に質問の矢を集中する。定員のこと，暖房設

備のこと，宿泊客に対する避難路の衆知撤底を

やっているかどうか，消火器の位置を知らせて

いるか， 等々。 じつに詳し〈聞いている。

現場査察は，最上階から始められる。消火器

が所定の位置にあるか，消火剤の有効期限が切

れていないか，筒先きが詰まっていないか。

そして，調べるだけでなく，筒先きがはずれて

し、る消火栓は黙って修理し，いつでも使えるよ

うにしている 。 避~~t経路についても，エレベー

ター，中央階段のほかに非常階段が3カ所あり ，

万 Aのばあいにもじゅうぶんと思われるが，査

察係員は非常口のドアの聞きぐあL、，救命袋，誘

導標識灯などを， じつにたんねんに調べてu、〈。
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誘導標識灯を調べる査察官

さらに， 配·~装置はどうか，ヒュ ーズはだい

じょ うぶかと屯気関係を調べ，消火衿や椋識を

点検する。立ち令っている防火管理者は，指摘

された欠点の改善を自発的に部下に指示する。

現場査察が終わると， “違反事項川と“指導

事項”を古き分けた査察報告書を作成して防火

管理者に手渡し，ひとつひとつ説明する。そ し

て相互に砿認しあうわけだ。

この間，時間にして約2時間半，51新建ての

わりあい大きな旅館ではあったが，ずいぶんと

たいへんなことではある。

査察されて知る，その危険性

つぎに行ったのは，結婚式場を併設している

しにせの旅館である。 この建物は，最近増築し

たということで，新館，旧館がつな ぎ合わされ

た紡果：，廊下が迷路のように曲がりくねり，か

つ上下している。それに加えて，誘導標識が全

〈不必している状態だから，ひとたび火事が起

こると，だいぶ大ごとになるんではないか，と

いう危ぐを抱かされた。係官は，新旧館あわせ

て，消火佼，消火器ーが絶対的に不足であること

を指j商した。

旧館の2階への階段を上がりきった，正面の

小物入れのところに，“非常用なわばしご’とい

う表示がしてあった。ところが，いざ中からは
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しごを取り出してみると，なわがからみ合って

いて，すぐにはとけないような状態だ。これで

は非常のばあい役に立たなL、。また，やはり旧

館の2階の別の廊下のつきあたりに，会議用テ

ーブノレが，人の背丈以上に積み重ねられてあり，

そこがちょうど非常口になっているのだ。係官

が指摘すると，案内の従業員は， “しばらくこ

の状態がつづいています。いまのところどこへ

も移せないでいる”とまことに正直な返事がか

えってきた。これには係官もあっけにとられて，

一瞬つぎのことばにつまったようだったが，気

をとりなおし，改めてその危険性を説き，非常

口はつねに万一のばあいに備えておかねばなら

ぬことを確認させる。

しかし，これはL、まさら係官に指摘されるま

でもなく ，旅館側としても心得ていることに違

L、なL、。ただ，そう した事態にいたる危険が，

まだ身にふりかかっていないという ，ただそ才し

だけのことが，かくなる無神経さにつうじてい

るのかもしれない。

係官が炊事場を一巡したあと，その場にいた

従業員が，あらためて壁にひっかけてある，小

型の消火務のポリエチレンのカバーをはずして

L、る光景がみられたが，やはり ，こうした査察

があってはじめて，つねづね慣れきった自分た

ちの仕事，および仕事場の危険性をかえりみさ

せられた，という表情がそこにみられたような

気がする。

夜間の巡回指 導

水上潟泉 ・菊宮士ホテルの火災があった後，

本郷消防署は，3月22日から25日まで，集寸：的

に特別査察をおこなった。これは東京消防庁の

方針で実施されたものであるが，ボイラーや調

理場の火気使用施設と，避難設備や非常警報設

備を中心にした，消防設備を重点にした査察で

ある。

さらに，3月20日から 120軒の旅館全体を対

象に夜間の巡回指導を実施している。一種の暫

戒査察であろう 。1夜，この巡回指導に同行し

たみた。



修学旅行に来ていた高校生は，白由外出の時

間で，旅館は関散としていたが，さっ そ〈防火

管理者立ち合いのうえで旅館内を見て歩〈。

もちろん消火滞具の点検もおこなうが，重点

は宿泊客の避般にあるようで，非常ベルの位置

を調べ，きょう点検したかどうかを聞く。さら

に，避難総具と避難出口はどうか，誘導椋識が

充実しているか，こまごまと調査する。消火器

具の位置標示も合めて，防火関係の標示に新し

い ものが目立つのは，菊富士ホテ jレなどの惨事

の影響らしい。誘導用の懐rJI屯灯も，大小13個

準備しているようだ。

現場査察が終わると，旅館の防火責任者に対

する注芯； ・折導をおこなう。設備状況，訓練状

況，および宿泊客に対する衆知撤底の 3点が重

点である。非常口の外に張ってある金網は，取

りはずせるようにはなっているが，なL、ほうが

よL、（これに対して，盗難防止と修学旅行の生

徒が夜間に無断で外出しないように，またタバ

コを外に投げ捨てできないようにする意味で必

要だ，とj旅節側では答えていた。たしかにこの

両者は矛盾する問題であろう〉 。自由外出時間

中も，旅館内の人員を掌握しておくように。ま

た法的には設置が猶予されているが，自動火災

配電装置を調べる

感知器を取り付けたほうがよい（すでに旅館協

同組合をつうじて申 し込んである。との返事で

あった〉。そのあとも，いろいろと火災予防の

忠告がつづく。

最後に，修学旅行の引率の先生にお目にかか

って話し合う。札幌のある私立高校のこの先生

の発言を要約してみよう。

出発前に学校から，宿泊先の消防署に，

防火設備の問い合わせはしました。しかし，

あすはもう北海道に向けて出発する最後の

コースになるわけですが，これまで旅館で

の火災対策とか避難のことなど，ぜんぜん

考えていませんでした。自分の身に災いが

ふりかかるとは，なかなか考えられないも

のですからね。

ところが，ここに着いたとたん，5分間

だけ時間を〈ださいということで，拡声器

で説明しながら，全生徒に非常ベルの音を

聞かせたり ，避難の方法を教えたりしてく

れたので， じつのところびっくりしました。

L、え，心配ところか，かえって心強く，あ

りがたく感じましたよ。これだけしんせつ

に，火災対策を心掛けておられる旅館は，

ここがはじめてです。そのうえ消防の方ま

で見回りにこられ，すっかり安心ですね。

以前は，旅館で宿泊客に火災対策の説明や訓

練をすると，反感や不安感を与える傾向があっ

たようだが，だんだんと防災思想が進んでくる

これからは，このようにかえって喜ばれるよう

になろう 。

この旅館では，自術消防隊組織を誘導班と初

期消火班に分け，火災を発見するとただちに非

常ベルを鳴らし 119番に電話する。そして，拡

声器で宿泊客に事故を告げる。その閲，客室係

の誘導班がお客さんを避難させ，その他の初期

消火班が火を消す態勢になっている。

客室係の女子従業員をつかまえて質問してみ

たところ，じつによく日常訓練がゆき届いてい

るので感心した。旅館側が事故に対して神経質

なほどピリピリしている感 じだった。
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非常口を調べる，非常口は，

外聞きでなければいけない。

旅館防災対策小委員会

本郷旅館協同組合では，菊富士ホテノレの事故

のとき，本郷消防署と協同して現地調査をおこ

なった。そして，この貴重な犠牲を，経験とし

て生かそうと，旅館防災対策小委員会を発足さ

せた。この小委員会では，菊富士ホテル火災の

問題点を分析し，組合会休として恒久的な火災

予防対策を確立しようというものである。

旅館の火災予防に熱心で，法規などが改正に

なるとさっ そく相談に来る（本郷署予防課長〉

とL、う旅館組合指定の防火設備業；の社長さんも，

「本郷の旅館組合の方がたは，むかしからとて

も火災対策に熱心です」と語っていたが，旅館

側自身の防災に刻する熱意こそが，いちばんの

火災予防対策であろう 。

お わ り

本郷消防署の署長 ・本田行世氏が，木誌63号

に“アメリカ消防について思う”と題して書か

れた中から，予防査察についてひじように示唆

にとむ 1文があるので引用させていただく。

「消防官個々人のおこなう予防行政の執

務の内容については，日本とは違L、， そう

とうのコー ド化が推進されているようであ

46一予防時報

る。消火器 1本について査察をしたばあい

であっても，消火器の査察着眼について数

十個所の着眼点が逐一ピックアップされて

いて，いかなる消防官であっても消防人と

しての基礎知識をもったものであれば，同

ーの査察結果が得られるようにハンドブッ

クが整備されているのである」。

査察の規格化とL、うことが，より深くより広

〈進められるべきときではなかろうか？

さらに，考えてみると，こうした実際の査察

は，たとえ法規に合っているとか，いないとか

だけではなく ，係官とともに，自分の持ち場を

見つめなおすとL、うことが，かなり有効な手段

であることがわかる。それだけに，なによりも

急務となるのは，こうし、う査察官の絶対的な人

数不足であろう。

たとえば，この本郷消防将管轄内だけで，査

察対象物件は 1300あるとL、う。その中には病

院37，学校は小中高あわせて64，大学8，マー

ケッ ト7，寄宿舎58，下宿28，アパート 204'

遊戯場27，飲食店23，映画館4，その他にピノレp

工場，作業所，それに一般家屋と数えたらきり

がない。もちろん旅館もここにはL、る。

これだけの建物を，査察官が2'3名だけで，

見まわるということは，たいへんなことだ。し

かも，年に 2回まわる必要があるものがだいぶ

んある。こうして念入りにみていくと， 1日あ

たり 9カ所，日＇＇I：だけでは，せいぜい4カ所ぐ

い、が限度だとL、う。いまのところ交替制にし

ていないので， しばしば超勤をするが，査察対

象が活動しているときとなると，どうしても日

中の仕事になる。

しかも，そうして得た違反事項，指導事項の

その後を 2回，3回と追いかけなければならな

いとすると，1年で全部を査察するとL、うこと

は，およそ不可能に近L、，そして，それをむり

してカノくーしようとすれば，時間に追われた名

ばかりの査察か，慣れ合いに終わる，とL、う L、
まわしいことにもなりかねなL、。この係官の絶

対数不足とL、うことは，火災防止のための諸方

策の中でも，とくに考慮されてしかるべきもの

ではないだろ うか。 （本誌編集部）



)J.:..災からい句ちを守ちう
「．．圃Ill’ある火災記者のノート 1111111111111••••‘ 

「火災から生命をえ）’ろう／」とは近年急ifに・.. 

火災による焼死x－がふえてきたことから，消防

関係手？の問にl呼びかわされてき た，キ ャッ チフ

レーズである。

fl＇！＇｛ド， ;,j,t五（の火災は 8268件で，－f1'1:i1ニより

289作J¥YI加し，焼死－（！・は119名て、あ った。「火引に

は11911¥=」という ，ボ京都民にはL、やというほど

たたき込まれている数字， 119名。しかもこのふ

しぎな数7：は，3年間つづいているのである。

ll({fJl41年の午頭の・In例行事である，ll11J-海埠立(j

のIU ~f 1め式は， 1111［天に忠まれたよu五L・の 1 ［月を ftlri

る美しいパレー ドであり，またみごとに出山さ

れたグランドショ ーであった。ピカピカみがき

上げられた最新式の消防車，スルスルと31mも

延びるはしこゴp:oまっ内な救急車のパレー ドは

見る人の け を驚かすと JUこ ， ：~しませるのにじ

ゅうぶんであったといえよう 。14000人にのぼ

る消防関係行は，jll:界 A のマンモス郎t/i，ょJ」－五て

を宅I'る欽べきの｜坊火態勢をつ〈 る守護神であり ，

都民はこのパ レー ドのために，5万人がjたった

と， 11'il~Jj庁広報課は報告している。

しかし，それから 1カ月もたたない2刀1日

には，ぶ京消防庁開設以来最高の焼死名ーの記録

をつく ってしまった。すなわち，1月 1カ月に

32名の焼死行を山し，昨年同JUJよりも21名も多

L、焼死有ーの記録をつく ったのだ。

なぜ焼死者がふえたか？

火災そのものは，それほどふえていないのに

もかかわらず，焼死者がふえた原因に気象状況

が本け、られる。つまり ，ことしにはL、つての東

京の気象状況が，例年にないカラカラ天気であ

ったということだ。空気がひじように乾煉して

L、るために，ちょっと した火事でも燃え方が早

剛 1111塚原 政恒 1111111111111

〈，逃げられなかったことが，焼死者を出した

最大の原因だとL、う。しかし，この32名の焼死

状況をくわしく訓l査してみると，ことしの特別

な気象状況ばかりではないことがわかってくる。

焼死者のうち，60歳以上の老人が多いことや，

また病気でねている人，あるいは深夜の睡眠中

に焼死したケースが多い。このことからみても，

不幸な被災者に，不j主な条111°が重っていたこと

も承認できるといえよ う。 だが，交通事故にし

ても，火災事故にしても，悪い条件が重ったと

ばかり ，あきらめきれないばあいが多い。一個

人の不幸を分析してみると きに，必ずそこには，

その不幸から逃がれれば，逃がれえたと思われ

るばあいが必ずある。しか しその個人を取りま

く社会的国境と，その不幸な個人とのつながり

は，一見なんの関係もないようにみえて，突は

そのイ川人の住む社会施設ともっとも深いつなが

りがなくてはならないのである。

交通法規を勺2らなかった，泥酔した浮浪者がp

深夜，見通しのきかないまち角で，暴走してき

た中にはねられて死亡したとする。このばあL、
車の運転者は，スピー ド違反，および前方不注

意などの運転者として過失をきびしく調べられ

るが，交通法j況を守らなかった上に，泥酔した

浮浪者にも，歩行者としての過失を認めて，運

転者への過失致死罪を大幅に減刑する材料に供

されることがある。 しか し火災によ って焼死し

たばあいは，焼死者のミスはあまり取り上げら

れない上に，通報が遅かったために，現場に到

着 したときは手のつけようがなかった，と報告

されてしまう。

火災は起こした者が悪いし，泥酔していて逃

け‘られなかった者が不運だから，焼死もやむを

えなL、， U 、う考え方がある。新閉その他の報
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道機関では，あるひとつの火災事故に対して，

ぎりぎり いっぱh、の取材をして， 夕刊なり朝刊

に間に合うか。放送時間までに間に合わせて，

それまでに判明した事実だけで，いちおうの判

断を下 し発表してしまれわれわれ記者の立場

としては締め切り時間に追われているため，し

かたなくそれづ立場を取ってしまうのが通例

で，深い判断を長い目でみようとしないことが

多い。昨年11月5日に設立された， 人命安全対

策本部の設立の主旨を，もう一度ふりかえって

検討しようとする筆者の意図はここにあるのだ

カf一一一。

人命安全対策本部が急きょ設立された理由は，

前日の11月4日発生した，足立区千住旭町の火

災で，h、っぺんに 5名の焼死者をl土lしたことに

はじまってL、る。

この喫茶店ニュ ープリッデの火事は，2階の

寮に寝ていた集団就職したばかりの少女 5名の

焼死したことから大騒ぎになったのは，世間の

喜己憶に新たなことであろう。

この大量の焼死者に驚いた，東京消防庁では，

これらの火災が，こうした店舗併用の寮や宿舎

に多いことから，かかる業種の代表者を集めて，

.32人の委員をつ〈り，すでに 3回の会議を聞い

てその対策を講じてきたが，いま問題の 1カ月

(1月中〉聞の焼死者の焼死状況をみると，不

幸にして同じ条件の下に焼死者が出ておらず，

L、ずれも住宅を中心として，焼死していること

がわかった。つまり多数の焼死者を出す地域が

見当が違っていたことがわかったのであった。

ひにくな見かたをすれば，人命対策本部は，そ

の責務を全うしたため，当初けねんされた方向

恐ろしい木造密集の火災
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には向わなかったのだということができる。

焼死者の状況

1月31日東京消防庁広報課の発表した資料に

よれば， 1月中に焼死者を出した火災は，火災

件数 1074の内，25件であり ，焼死者は32名に

なっている。これは昨年同期にくらべて21名の

増になっている。

この焼死者状況の報告書の中には，われわれ

からみて興味深いものがある。まず時間別の表

をみると， 32名のう ち16名が，午前O時から 6

時までの聞に死亡し，7名が午後9時から12時

までの聞に死亡しているということ，つまりは

就寝中に焼死していることを裏書きしている。

さらに正確に，火災当時寝んでいたことを確

認すると20名にしぼれるというが，この20名を

分析すると，そのうちの6名はただj庇ていた者

であり， 8名は酒を飲んで泥酔していた者とい

われ，残り 6名は病人であったといわれる。

また年令別にみると， 60歳以上の老人が圧倒

的に多しその半数の16名を占めていることが

注目され，あと幼児が5名，若い者や壮年者の

ほとんどが，泥酔か病気などによる異常な状況

のもとで焼死していることがわかったのである。

また焼死者を出した25件の火災のうち22件は，

住宅ないし共同住宅などて。起きていることがわ

かり，再びここで住宅火災での焼死事故という

ものに，もっと消防当局が取り組まねばならな

h、ことを示唆していると思われる。

しかも焼死者32名のうち16名が2階に寝てい

て死亡し， 15名が 1階で死亡している。屋外で

死亡した者は 1名で，これは住み込み工員がた

き火をしていて，衣類に火がついて焼死したと

L、う事故であった。

2階で焼死した16名はほとんどが， 2階の居

室に就寝していたばあいてー，中には白殺放火の

疑いのあるケースもある。

また火災の原因は，25件中14件が暖房器具の

取り扱いの不始末によるもので，そのうち 8件

が石油スト ープによっている。

この石油スト ーブによる火災では，1月31日

東京練馬区の親子3人の焼死者を出した事故は



悲しい。

焼苑者を出さないためには

火事の発生ひん度は，その国の文化のバロメ

ーターであるなどと＂＇＂、 ，文化の高い国ほど火

災の発生件数が多いことは事実であるが， 1964

年のアメリカの焼死者数12000名に対し，わが

国の940人では文化の程度も l/14ということにな

ろうとL、うもの。しかしこうして大都会で焼死

者がふえてL、く現実に対処してL、くためにはど

うしたらよいのか。

まず火災の発生というこ とは，あくまでも人

為的なものが原因であり誘因である。ほとんど

が個人のちょっとした不注立から大事が発生し

ているというのが現実である。したがって，個

人個人が火を使うさいにじゅうぶんの注意を払

うとL、うことが第lの条件となる。

火災をなくし，生命を守るためには，まず火

事を起こさないことに心掛けるべきで，社会の

中の個人として火の用心を徹底させる教育をお

こなうことはもちろんである。また固としても

都市町村としても消防施設をじゅうぶんにし，

たえず一般人に防災のPRをすると同時に，危

険個所に対しては，査察をおこないじゅうぶん

な対策を常に諸じておかねばならなし 、。

また消防機関は火を消すことよりも，まず第

1に尊い生命を守ることを優先しなければなら

ない。消失した家財は再建することも，再び購

入することもできるが，生命は再びかえってこ

ない。

東京消防庁では，1月に記録的な焼死者を出

したことから，異例の消防総監談話を発表し，

「焼死者をなくすために，都民の皆さんへお願

L、」のピラを 300万枚印刷して， 1千万東京都

民に配布した。この措置の巧拙はとにか〈，東京

消防庁としての防火査察や，出場体制の強化に

全力をあげて，火災の予防と被害をなくすよう

に努力していることは認めてよいことである。

火 《だ から生命を守る10か条

東京消防庁山田消防総監の談話の中に，家庭

でも職場でも焼死事故を防ぐために必ず，次の

10項目を守って〈ださいとLづ個所がある。こ

の項目は従来の防災のスロ ーガンをよりくわし

〈書き改めているが，かなりの効果のあるもの

として一応再録してみる。

1 寝る前に必ず火の元を調べる責任者をきめて

おく。

2.老人や子ども，病人はつとめて 2階に寝かせ

なし、。

3.体の不自由な人や子どもを残して外出しないb

4 避難のためのロープやはしごなどを用意して

おく。

5.非常口はいつでも辺れるようにしておく。

6.階段の下付近では火を使わない。

7 火事のときは早く 119'Iiで、消防へ知らせる。

8 いったん外に逃げたら物をとりに絶対にもど

らなし、0

9.逃げ遅れた人があるときは早く現場の消防隊

員に知らせる。

10.防災家奴会議をひらき消火や避難万法をきめ

ておく。

東京消防庁では，以上の10項目の実施を一般

家庭や職場の人びとのために，その心がけの浸

透をはかつているが，とくに寝る前に火のもと

を調べる責任者をきめることは適切なことだと

思われる。それも老人や子どもの任ではな し

あくまでも家庭なら主人か，主婦でなくてはな

らない。また老人，子ども，病人は，下から燃

えてきたばあ＂＂ 2階から救いを求めて窓べで

焼死したケースが多いことなどからぜひ実行し

てほしい。また家庭や職場内で，防災会議をも

つことは，消火器が単なる:tlliiり物でなく ，万ー

のばあい家庭や職場の人がだれでも，これを自

由に使いこなしてこそ，初期消火の実を挙げるe

ことができる。

「火災に遭遇することは，一生に 1度あるかな

L、かである」といわれるが，火事に出会ったら

まず落ちついて，とっさに身の安全をどうするφ

かと考えることだといわれる。池袋の旅館で，

受験のために上京中の女子学生が火事に会い，

3名のうち 1名が助った。 これは父親の教訓を

忠実に守ったことによる，という談話があった

が，われわれに訪日、示唆を与えて〈れる。

（筆者文化放送記者）
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圃圃壇画圃園通

イギリスの消防

サービス消防と市民

イギリスの消防組織は 1948年，国家消防

から自治体に切り替えられた。その任務は，

火災その他の災害による危険を排除防設する

ため，消火活動と鉄道その他の転墜落せ川氏な

どによる緊急救助活動，ならびに火災予防の

各業務を担当している。いずれも法令上その

義務と権利を与えられ，市民生活の保安に寄

与していることは，日本の消防となんらwな

るところはなL、。

しかし，これらの消防業務をつうじて直接

に市民のサービスにつながるものは，市民の

立場にたって，そうとうの配慮、がなされてい

る。

渡英してまもないころ，ファイアー・サー

ビスということばをしばしばヰに

し，また消防関係の書物を日小、て ! 

も必ずこのことばの出てくるのを

みかけた。これはひとり消防だけ

がJIJ＇、ている特許的な熟語ではな

く，あちこち歩き回っているうち

に，アンプランス ・サービス，水

道 ' 'ii：！：気 ，ガス ・サービ

スというぐあいにイギリスの公共

事業にかかわるものはすべてこの

ことばがつけられている。

話は余談にな るが訪英中，これ

らの公共機関でもっとも市民に対
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校 信 義

するサービスのよいのはどこかというコンク

ーノレi'l句なものを，テレビでみたことがあっと。

そのさい，市民に欲迎されたものは，現f七日

本の消防でおこなわれているような救急業務

が圧倒的に多く ，そのつきに消防 ，以下

水道，ガス，干E気という順であった。

イギリスの救急業務は，消防機関とは万IJの

アンプランス ・サービス ・ステーションで実

施されているが，なせ＝救急業務がもっとも市

民に愛好されているかというと，緊急、を要さ

ない一般の病気でも市民の困っているときは，

昼夜を問わず直話 1本で駆けつけ，病院まで

運んでくれるからであるという 。またファイ

アー ・サービスは火災による危険を州除し，

災害が発生したばあいすぐJI~びu ：し， 人命を

救ってくれるからであるといわれていた。

マンチェスタ ーに部在111，ガスパイプ製造

サービス消防をモットーとするイギ

リス （ロンドン）消防隊の本部庁舎



ビルデイングの火災現場

工場の半焼火災があり， 型畑1t'-＜マンチェス

ターTi'fの消防隊長がわざわざ下宿屋まで迎え

にきてくれたので行ってみたが，火元工場の

従業員はひとごとのようにもっぱら白分たち

の作業を続けているにもかかわらず，ひとり

消防隊だけが恵戦苦闘して，消し止めた火災

現場の焼け残り部分の残肢を整理していた事

実をみた。’これなども，いかにサービス消防

に徹しているかの一端を理解することができ

るであろう 。

しかしそのようなサービス消防は，いった

L、TIIll'..からどのような尊敬と信頼が寄せられ

ているか，ということを簡単に述べてみる。

たとえばわたくしの訪問した消防隊本部のど

こでもそうであったが， 一般住宅に対する火

災危険の排除は，法令などの規制外の問題と

してすべてその家族たちの白主的管理にまか

せられている。だが家庭の主婦からは，火災

予防とj出難にかかわる点検指導をしてもらい

たい旨のハガキが山積していたことである。

たまたまその依頼にもとづき，消防職員と

1日同行し，各家庭を訪問してつぶさにその

実体を見聞する機会を得た。そのとき，われ

われの観念からすると，おそらくだれにでも

みせないであろうと思われる夫婦のベッ トル

ームまで積極的に開放し，

「寝室はここでよいか 台所はどうか

また暖炉は 屯気は 」
というぐあいて、，さらに避難上附害となるお

それのある家財道具とあわせて，へやの配置

転換まで指示指導をこうのだった。そ して帰

りには，

「これてい安心してねられる」

と，w口lrij音に感謝し，かっ満足している姿

に接したことは， じつにたのもししまたう

らやましい限りであった。このことはたんに

国がらの相違だけではかたづけられない問題

ではなかろうかと州感される。

また，映画館，劇場， レストラン，パブな

ど，す〈なくとも人の出入りする建物には，

その規模の大小と業態のいかんを問わず 「非

常口 CEXI T）」と~~かれた青いランプの~Ji!

示がL、たるところに掲げられている。そして

その非常口からつうじる路地または道路には

駐車車両はもちろん ， 何の111~害物も ない。 つ

ねに有事にさいしての避難路が，整然と確保

されていたことなどは，たんにわたくしの目

に映じたばかりでなく ，われわれとともに在

英していた者の聞でさえも，驚異のまなこを

むけられていたほどだ。これらについても法

令以前の問題として自主的な符理がゆき届い

ているのだ。

ちなみにわたくしの訪問した範囲の各消防

隊管轄地域内における焼死者の発生状況は，

年間約20名前後ということであったが，これ

は日本の都市とは比較にならない数である。

もちろんこれらは街区の構成，建築様式その

他家族制度などに基因するところも大小、と

L、わねばならない。だがそれにもましてたい

せつなことは，サービス消防と市民のひとり

ひとりがL、っしょになって，つねに人命に対

する大きな関心をもつことが，ぜったい必要

であるということをあらためて痛感したとこ

ろである。
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公設消防機関と同じ規模をも

っFireSalvage Corpの庁舎

権利義務と職員の動向

あるイギリス人の家庭に招待をうけたとき

であるが， 子どもというのはお客がくると，

だれてーもひじように喜ぶことはL、ずこの国で

も同じである。たまたまわたくしにケーキを

出してくれたさLらその子どもが食べ残して

ほかのものに手を出そうとしたところ，その

親が， 「食べかけたものをぜんよ；食べてしま

えば，ほかの好きなものをいくらでもあげ

る」。といって，子どもがなっとくするまで

話していたのをみた。

この内容の意味は，あとでわかったことだ

が，ひと口にいうな らば「義務を完全に果たせ

ば次の権利が楽しめるんだ」ということで，イ

ギリスにおL、ては小さな子どものうちから，

このようなしつけをしぜんに受けている。

イギリスの国民ぜんぶがそうであるように

わたくしの訪問した消防隊の全員も「義務を

果たして権利を生み出す」 U づ根本理念に

立脚しているようである。 1例をいうならば

執務時間中，わたくしがたばこを吸いたくな

ったので， 1本出してすすめたところ，

「あなたはお客だからよいが，わたしは

執務中だから吸ってはならんのだ」とい

うことで恥をかいたことがあった。いわゆる

執務時間中は来客などとの応援以外は，たば

こはおろか，だれひとりとして談笑する者も

ない。また，階級差による礼儀をわきまえ，

きわめて厳格な行動が要求されているなか

で，与えられた仕事に熱中しているまじめな
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動向態度は，渡英前に想像していた以上のも

のがある。しかし反面，テ ィータイムあるい

はランチタイムともなると，いままでの緊張

感から開放され，たとえ上司と対談中であっ

ても「Let’s go 」と言って食堂へ行

ったり， レクリエーションルームへ千子って，

わきあいあいと娯楽に興じ，つねに職場を楽

しんでいるような姿は，これまた，われわれ

の常識ではとうてい考えられない 1面をもっ

ている。

このようなことは一見，容易に考えられが

ちであるが，このたび初めて訪英し，かれら

に接してみて，われわれの言っている自由主

義とは，たんにかれらの休憩どきなどの動向

だけをとり上げ，その反面きわめて厳格な態

度や行動のあることを忘れて理解しているよ

うな気がしてならない。

なお職場の話が出たので，ついでにその環

境のことについてふれてみる。持てるイギ リ

スと持てない日本との国状の差はあるとして

も，たとえば，日本消防のどこにも望楼があ

ると同じように，教養訓練の場とする訓練塔

と，地下の訓練施設が完備されている。また

自国はもちろん，海外の消防文献，学術誌な

どがたくさん納まっている図書室，その他レ

クリエーションルーム等々 職員のための

あらゆる施設が設けられている。

職場環境は，執務能率をも支配するとL、わ

れているが，とくに消防υ、う特株な職種に

あっては，最良とはL、わないまでも，もうす

こし理解し，配慮されてもよい問題があろう

かと思われる。

火災救護隊と消防技術

わた〈しの視察してきた火災救護隊（Fire

Salvage Corp）は，火災救護協会（Fire

Salvage Assosiation）の下に所属してL、

る民間の組織団体となっている。

その内容を要約すると，ここの専従職員は

隊長以下72名を擁し，9台の救護車および

防水シート などの各種装備を備えている。そ



して消防平子と［r!Jじような庁舎もあれば，指令

通信室もあって，いつでもその機動力が発揮

できるよう待機しているもので，公設の消防

機関となんらかわるところはない。

話を聞いてみると，この救護隊は主として

倉庫群を対象として設けられているもので，

その目的は 3つにわけられている。すなわち

火災発生前は，倉庫内の貯蔵物品に対する管

理と消火器材類の点検 ・整備ならびにパ トロ

ールなど，いわゆる防火管理的なものにあた

る。火災のときは公設消防隊と協力し消火活

動とともに火災および水害による貯蔵品の防

護などをおこなう 。鎮火後は棉花，その他衣

服の生地類など各種貯蔵物品の乾燥や再生作

業に従事するとのことである。

また消防技術の研究にあたる消防研究所は，｜’

広大な敷地内に，3階建の事務所兼実験室を

はじめ，火災実験用の家屋が大小十数棟立ち

並んでいる。そして各種の実験施設や実験用

材が整備され，主として発火と燃焼，消火技

術とこれに対応する機械装備，あるいは建築

構造と火災保安などについてのイギ リス唯一

の研究機関となっている。

消防研究所l品、ちおう内務省の所管に属し

ているようであるが，政府および保険会社の

共同の財政的援助をうけ，また火災救護隊は

保険会社から全面的な財政負担を受けてまか

なわれている。これらは，いずれも保険料率

理を徹底して火災の未然防止をは

かったり，強力に消防技術の向上

推進をはかって火災や水害から生

じる損害がへれば，それだけ実益

があがるということ なのだ。 いず

れにしても，将来このようなつな

がりをもつことは，市民のために

まことに好ましい問題であろう 。

（筆者 ：東京消防庁教養課） ' 
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最近の化学工場にまずける大災害

東京海上火災保険株式会社

火災新種業務第一部技術課編

最近半年間に，化学工業の先進国である，アメリカ，フランス， ドイツにお

いて，あいつづいて爆発事故が発生し，物的損害ばか りでなく 多数の犠牲者を

出している。

まず昨年 8月にアメリカの有名なデュポ ン社，ことしの 1月にはいってフ ラ

ンスのユニオン ・ゼネラル ・ド・ベ トロ ール社，っついてドイツのカルテック

ス社で事 故が発生した。

これらの事 故について，いままでに入手できた資料に基づき，そのあらまし

をご紹介する。

デュポン社の事故一一1965.8.25ーー

（アメ リカ，ケンタッキー州ルイスビル）

く工場概要＞

デュポン社ルイスピル工場は，オハイオ河の

川岸にあり ，Jレイスピル市街地から市丙に 10

kmぐらL、断れている。

同工場では，アセチレンをモノビニールアセ

チレン （MVA）に転換し，つぎにク ロロブタ

ジェンに転換し，最ー後にネオプレンに重令する

3つの工程があり ，最終工程を除き，すべて製

造単位ごとに， 屋外装置で椛｝J~ されている。そ

もっとも被害のはげしかったプラント
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の工程の長さは約550mであった。プラン トは

連結式であり，従業員は約2000名であるが，

当日は 850名が就業していた。

く災害の発生＞

8月25日午前9時28分，とつぜん大きな煤ー発

が起こり ，このプラン トおよび付近一帯をゆす

ぶった。そう して13分間に合計10回の爆発が起

こり ，おい、て11時に 8回の；爆発を起こした。こ

のように爆発が連続して起こ ったのは，最初のi

爆発による破片の飛散か，炎になめられたか，

あるいはパイプラインをつうじての衝撃波の伝

ぱによるものと思われる。

原因は調査の結果，反能装置における

ガス状のMVAを循環させるコンプ レッ．

サーの可動部分が，機械的な欠陥のため

局部的に過熱され，Mv Aがその高温の

ため分解煤・発を起こしたものである。

く消防および救急活動＞

まず，工場－の責任者を乗せた警察のヘ

リコプターを現場上空や周囲に飛ばし，

損害の範囲，火災の発生している位置 ・

1 状態，延焼を受けるおそれのある部分を

調査した。その結果， MVAのタンク群

閣の近くてー火災が起きているため，加熱さ

れた 1つのタンクのベントから火を吹き

出しており，これが，たいへん危険な状



態にあることがわかった。工場にlザ突入

するためには，どうしてもこれを消火し

なければならなかった。

すぐデュポンの災害刈策委主iと，消防

関係者・がこの消火対策について検討した。

まず，その緊急刈策として，レークドリ

ームランド消防隊を，タンクの西200m

ほどの所にある消火後に配置し，工場の ・

へいをこわして，タンクやそのまわりに

注水をおこなった。また，3人の工場消

防隊と， 3人のMv Aの責任者が，デュ

ポンの消防車に来り，タンク地区に進入

して，配竹から吹き出ている火を炭椴ガ

ス消火探で11'1し，配管の漏えい個所をふ

さいでIFJつまで引き上げてきた。この間

4時間，さ らに 2回爆発が起こ ったが，

これでもっとも危険な個所に対しての処置がす

んだので，消火ポンプ，および非常用照明部具

に送屯する屯以設備の整備班，タンクの防護班，

7l'l火班などを現場に派遣することがきめられた。

竹京と消防団は， i山本の投京をはじめたc し

かし， fド後 511,')'45分，最後の爆発が起こり，救

助作業はただちに作｜｜ーされた。このとき19人の

~ilf.~i行や消防日Hlがれ侮ーしたが， さいわい重傷

者はいなかった。熱紙..（；・からなるプラント作業

日の小グループは，千えを徹して送水T'I＇のWJi壊仙

所を日），＼jべ，消火設備を点検し，分l岐弁のー部を

閉鎖するなど，消火設備の復旧につとめた。や

がて送水~i守が 1応えるようになると，イ也の作業員

たちは，紙j剤タンクにスプ レー放水をおこない，

また被災地灰付近の消火につとめた。

く損 害＞

it.ztJJの対話発で12名の死有－と，8名の負傷者を

出し，タスiの大煤ー発により 19名のi降傷者がU＼たc

死体は，~｝1;]の縦一発地から 300 m以内で発見さ

れた i1itJJのよ袋発で多数の死傷者が山たのは，

この地区になにか工程ヒの問題が起こったため，

燥発H引)ijに多くの人が集まっていたものと思わ

れる。なせニなら，製造工程は完全に自動化され

ているから，ふつうならこの地区にはほとんど

わずかの人しかいないはずである。物的損害は，

近隣のそれも合めて361.立円と手H1lliされており ，

デュポン社ルイスピル工場，この写真の中央
の部分の反応装置に最初の爆発が起こった

大部分はこのプラントの中心地区の損害だそう

T三。

く結論＞

デュポン社では， 1918年12月以来の最大の事

故である点を11HJlし，教訓！として総括的につぎ

の 5つの点をとりあげている。

(1) I場－には災；

笑施に移されてカ、ら，発令したのはこの引i'tcが

初めてであ った。

たしかにわれわれは，起こりうべき事政をす

べて予測していたわけてeはないが，原則的には

適合していたし，訓練もその主旨にそっておこ

なわれていた。

改正された災：写；iJ抑制；J-iHJiには，いかなる問題

にも対処できるように，たとえば工場外に対策

本部を移したばあいの指令や，管制などについ

てもおり込んである。

われわれは“万一 のばあいどうなるかH

のことばのもとに考え方をひろげ，計画を実態

にE!PしたものとしたL、。

(2) 工場にとって水，蒸気， ~t!:気がL 、かにた

いせつなものであるか，実際に認識している人

はほとんどいない。われわれは今度の事故で，

これらの設備がL、つでも使えると考えてはなら

ないことを知った。配線，配管は伸縮性をもた

せ，かつ他のものとは離して設計設備すべきで

予防時報－5:i



ある。また，この保守と防護をねんいりにおこ

なうべきである。

(3) 老練な現場責任者は，災害が発生したと

きには貴重な存在となる。こう L、う人たちは，

工程上の配管，電気回路，消火配管を熟知して

おり，水，電気の利用が限定される中で，重要

な役割を果たしていた。

(4) L、かなる災害も，必然的に大衆の関心を

ひくことになる。ニュ ースは早く ，正確に報道

することが必要であり ，報道計画も確立してお

くべきである。計画の要点としては，①災害が

発生すると，ただちに災害対策本部とは離れた

場所に報道本部を設置する。①常時会社のスポ

ーク スマンをおき，定期的に記者会見をおこな

うとともに，確定した事実を発表する。③大挙

して押しかける新聞記者団に対処する。

(5) 工程上に問題があったため， その トラブ

Jレのある場所に，多くの人ひ’とを集•:P させる結

果となった。すべてのi立体が最初に起こった；爆

：発点にあ ったということは，災害が起こるおそ

れのあるときは，とくに現場に向かう作業員の

数を最小限にすべきである，とL、う悲しL、教訓

を残した。

一一この事故をかえりみて

(1) 最初に危険の調査分析をおこなって，消

火対策を決定したことがよく，これだけ多数の

爆発をくり返しながら，消防関係者に 1名も死

者が出なかったことは，特筆すべきことである。

また，機動性のある小編成の作業班 ・消火班を

つくったことが，おおいに役立ったようである

が，これらも事前に編成しておき，訓練などを

おこなっておけば，さらにじん速な行動がとれ

たものと思われる。

(2) ここで注目すべきは，負傷者が最初の爆

発と最後の爆発に集中していることである。は

じめのものについては，ここで述べられている

とおりであるが，最後の大爆発については，こ

の時点ですでに安全状態にはいったと見て，後

処理作業にかかったとき被災したものでめる。

災害制御以外の活動は，じゅうぶん安全性を確

認し，対策本部の許可が出るまではおこなうべ

きでないことを示している。

(3) 現在ではいずれの工場でも，「安全管理」
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「防災対策」などの組織があり，充実した災害

防止規制や，消防組織もできている。しかし今

後は，デュポン社の教訓｜としてあげられている

”万一… ならばどうなるか”は，たいせつな

心がまえである。

(4〕 また，配線 ・配管に対する考え方は，い

ちがいにはいえないが，タンク地区に限ってい

えば，配管の防護にはとくに注怠がはらわれて

いるようである。プラント地区では，架空配線

が多いが，この配線自体や架空の耐熱 ・耐爆性

にもいっそうの考慮をはらうべきであろう。

(5〕 あやまり伝えられた報道によって起こる

パニックなどの弊害をさけるために，災害対策

の一環と して 「渉外報道班」をつくり，その任

務を認識させ，訓練することが必要と思われる。

(6〕 装置に故障が起きたばあい，関係者だけ

に限定して，じん速に修理作業が終了するよう

ふだんから心がけておかねばならない。人の安

全が第lであるということを改めて考えねばな

らないということである。

ユこオン・ゼネ ラル・ド・ベトロー

ル社フェザン石油精製所の事故

一一1966.14一一（フランス〕

く工場概要＞

同製油所は， リヨ ン市南方，約5kmの郊外

にあり， 1964年に操業を開始した，ヨーロ ッパ

におけるもっとも近代的な製油所ーの 1つである。

年間200万 tの能力をもち，従業員は約250名。

総建設費は 180億円を要し，近く設備は2倍に

黒煙をあげるフ
ェザン製油所。

写真の左側にあ

る鉄道 （パリ地
中海線〉は，火

災現場の手前で

不通になった。



至リヨンー 自動車道路 一至ヴィエンヌ
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フェザン製油所の焼失区域 （B地区〉

なる予定であった。同所の 180hrの敷地には，

常圧蒸溜 ・精製，ガスの分離Iおよび精製装置，

品質改良装置，原料および中間タンク，製8j!，タ

ンクなどの主要部分があり ，ブタン，およびプ

ロパンガスは球型タンクに貯蔵されていた。

またI見夜エチレン製造部門を建設中で，これ

はフランスにおける現在の年間生産高の2倍に

あたる年間28万 tの規模のものである。

各製造部門における運転 ・監視はコントロー

ル室でおこなわれ，送油 ・計量 ・混度測定など

はすべて自動化され，消火設備も ，全工場内を

網目のようにめぐらせた消火栓のほか，それぞ

れの装置に適応した泡消火，粉末消火，I噴諒消

火な どによる固定消火設備があった。さらに消

防ポンプ工与を備え，消防訓練もよくゆきとどい

ていた。

特筆すべきことは，この製油所の中央部を，

リヨ ンーヴィ エンヌを紡ぷ自動車道路が走って

いる点である。

く災害の発生〉

1 月 4 日 ， j~)J 6 JI寺30分，3人の点検係が 1週

間に 2回おこなうことになっている，液化ガス

のサンプル採取にきた。そして 443号のプロパ

ン球型タンクの弁を聞き15分かかって，すなわ

ち 6時45分に抜き取りを終わった。そのあと弁

をしめたが， -40°Cのガスがパルプを凍結さ

せ，パルプが完全にしめきれなかったのだ。こ

のような事故は，Lp Gを扱う製油所では，昔

からよくあることである。

3人は手におえず，その聞にガスは周囲に流

れ出し，60m削れた自動車道路をはじめ，貯蔵

球型タンクに続L、ている県道まで広がっていっ

た。このとき，中央制御室の警報が鳴ったが，

実際にサイレンが鳴って全フェザン地区に警報

が発せられたのは， 7時 5分から10分の聞であ

った。すぐ，自動車道路の交通をとめたが，す

でに 1flのシトロ エンが，ハイウェイに並んで、

L崎県道4号線を走っていた。この運転者は通勤

途上にあった製油所の従業員の 1人だった。か

れはガスの流れを発見してふしぎに思L、，車を

とめて降り ，製油所の囲いに近づいた。そのと

き，巨大な炎が上がり ，車は文字どおりこなご

なになり ，かれは全身に大やけどを負った。か

れこそ災害の最初の犠牲者であり ，かっ事故のー

直接原因であったのだ。

く消防および救急活動＞

サイレンと同時に，第 1次消防隊が，泡末剤

を積んで出発し，35人の消防隊員が，443号タ

ンク地区にかけつけてきた。そのときすでに，

炎は漏えいガスに引火し，462-B号タンクに

燃え移り ，消防隊員の役目は，まず周囲の温度

を最大限に下けるために，他の球型タンクに散

水することであ った。

しかし， 8 時40分には ， 120om • のプロパン

443号球型タンクが，まるで卵のように割れて

120Qm8の大型球型タンクが炎上，火勢がはげしく
消火活動ができない。この写真を撮影したカメラマ
ンは不幸にも焼死した。
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大爆発し，製油所の煙突の 3倍もの火住が立ち

あがった。この大爆発で100名もの人が傷つき，

j[h面になぎたおされたのだ。そして，炎は瞬間

に広がり ，数千 m3のガスのはL、った 4つの球

型タンクと，石油タンクにつぎつき’に燃え移っ

ていった。

9時，さらにとなりの球型タンクが爆発，続

、、て20分後に，もう 1つが爆発した。このよう

にして，このB地区にあった 8つの球型タンク

のうち，5つが倣峻されてしまった。

付近の住民は避難し，正午に首府消防｜家が到

着，続いて海上消防｜家が合流した。パリからは，

強力な消火エンジンを積んだ消防工兵隊の6台

の車がきた。しかし時がたつにつれて，被害は

製油所の内部に広がり ，6500m3もの原油や精

泊のはL、っているタンクに，火が広がっていく

のをどうすることもできなかった。ただ，2機

のヘリコプターが，事故の状況をつかむために

工場の上空を旋回しているだけだった。

そうして，午後5時には85tのブタンタンク

に着火。消防隊の必死の冷却消火も効果なく ，

リヨンからの消防工兵隊2,-1コ隊の噌援もむなし

く ， 大地をゆるがす， たび重なる爆発に ， ~~till

所は閉鎖された。その夜，2基の灯油タンクが

燃焼，この大災害は， 5日の胡になってようや

くしずまったのである。

く損害〉

品初の球J＼~タンクの大爆発により ， 100 名以

上の死傷者を山したが，その後も続出しており ，

リヨンの消防工兵隊だけでも ，7名の死者と，

24名の負傷者を出した。

このすF故による損害は，まだはっきりしてい

ないが，1217.'.¥:円を上まわるものと思われる。

く5つの問題＞

事故の詳細に関しては，いずれ正式の発表が

あると思うが，現在時点で，次の5つが問題と

して残されている。

1. なぜ大災害が発生したか？

サンプル採取作業のさい，目下、たパルプが凍

結し， しめきりが完全にできず，ここからガス

がもれ，周囲に広がり ，工場の近くを走る自動

車道路まで至った。
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ガス洩れを党知lし，ただちに，，動車道路の交

通止めをしたが，その11D－に， 1合の，，動11i:がす

でに走っていた。

2. 出火の原凶はイりであるか？

自動車が原lさ｜であることは，ほlifi'在尖である

が，運転者のl央煙によるものか？ 自動i_j(の排

気管から山た火花によるものか？ ’心気i'l':J火花

によるか？ このL、ずれてーあるかは，当のiili11去

者が重傷で，立；］i~不lljjのためわからない。

3. なせニ自動iii道路の近くに怒川l所があ ったの

か？

製油所の辿設は，河川1，鉄道，および主要道

路などに便利なところを選ぶもので， ドイツ，

イタリ ーにおいても数カ所J1ijじ例がある。フラ

ンスにおける規則では，Cl動車道路と工来施設

との間隔は，50m以上とされており ，このばあ

L、は60mの間l制ーがあ った。

4. 安全対策はじゅうぶんであったか？

安全に関する，法律上の規則は守られており ，

救援組織も正：常にjfil’，~；；されていた。しかしなが

ら建設以来，これで3回目のリh吹を起こして

いる事実がある。

管理の点については，フェザンはイゼールの

行政管理下にあるが，地上望的には完全にリヨン

に属している。このことが，その立場を彼維に

している。リヨンの消防署は，かつて 1度も製

油所の安全にタッチしたことはなかった。

一一この事故をかえりみて一一

まず注目されるのは，最初の 462-B~－タン

クの爆発である。一般にこの種の圧力容械には，

安全弁eが設備されており，内圧上昇を抑えるは

ずであるが，これが故障して作動しなかったも

のと見られる。

また球型タンクに対し，固定配管による，水

口l~gj消火設備がされていなかったのも ， きわめ

て残念なことである。事故の通知をうけて，す

ぐに放水を続けていれば，タ ンクの爆発は防げ

ていたで、あろう。そうすれば接近して，消防ポ

ンプ，消火栓などから散水する必要もなく，多

くの死傷者をIHさずにすんだと忠われる。火源

としては現在つぎの 4点が考えられている。

1. 工場にそっている，自動車道路を走った

自動車の排気管その他。



サン プル

採取管

下一一

第lパルプ

バルブ部分

'2. 走行中の自動車の運転者の喫煙。

3. 現場作業員の靴びょうその他と，小石と

の衝撃火花。

4. 噴出するプロパンからの静電気火花。

以上であるがはじめは， 1または2説と見ら

れ，その後の調査では，4が有力となっている 0 .

また，この種のタンクの掛水弁は，上図のよう

に二重の弁が付いているのがふつうであり，こ

の弁が2っとも凍結したものと思われる。

一般にタンクから直接サンプリングをおこな

うばあいは，まずタンクの不純物や水分を除去

し，その後特殊な容擦に採取する。

カルテ .. ，クス社フラン

クフル卜製油所の事故
-1966. 1. 18- （ドイツ フランクフルト近郊〕

く工場概要＞

カルテ ックスフランクフル ト製油丹「は，ヨー

ロッパでももっとも近代的な製油所の 1つであ

る。 1944年6月に操業を開始し，現在，年間処

理能力は，200万 tであり，近く 300万 tに増

，設することを予定していた。

このフランクフノレト製油所が，ヨ ーロ ッパの

他の製油所と異なる点は，ISO・crackingpro-

-cessにある。この工程は水素転化と接触分解と

をいっしょにした装置である。

く災害の発生＞

爆発は午前10時すこし前に起こり ，大音響と

ともに，エチレン装置のコンプレッサー・ ステ

ーーション付近から黒煙が立ちあがった。金属片，

石片，ガラスの破片が付近の建物の屋根を貫き，

5km離れた村でも振動を感じたとL、う。約400

m離れた民家では，壁にひびがはいった。

爆発の原因は，今のところ不明であるが，コ

ンプレッサーの修理のため，溶接作業をしてい

たのではないかといわれているが，工場当局は

否定している。いずれにしても，この修理作業

のさ いに起こ ったことは疑いないようだ。

く消防および救急活動＞

警報と同時に，6台の消防車，救急車と，数

百人もの警官がかけつけ，フ ランクフルトーマ

インツ聞の国道は閉鎖され，ライン川の船も航

行を停止した。

工場指令所の指押では，燃えるものはみな燃

やしてしまえ，ということであった。というの

は，原料のフィ ー ド弁は， しめきられていたの

で，系統内に残っている燃料を全部燃してしま

うことが，唯一の爆発の危険を低下させること

ができる途であった。

昼ごろになって，やっと火勢を コン トロール

できる状態になり ，タンクにスプ レイ をかけ，内

部温度を低下させ，爆発の続くのをい、とめた。

く損害＞

人的被害は死者2名，重軽傷者27名にのぼり ，

建物，装置の損害だけでも13億円以上と見られ

ている。工場l品、まのところ再開の見とおしは

立っていない。なおこの工場は1944年6月16日

に操業を開始して以来，も うすでに 1回火災事

故を出している。

一一この事故をかえりみて一一

爆発の規模は，代5kmさきでも振動があり，約

400m離れた家の墜にひびがはいる”ほどとい

う。これは，今後の安全管浬上の参考になる。

消防活動については，ほとんど手のくだしょ

うがなかったようで，消火設備がそれほど充実

していたとはし、L、がたいようである。

このように，火災と爆発が密接して発生する

おそれのある化学工場などでは，出火地区に接

近して，消火活動をおこなうことは危険であり ，

防護された固定設備をし，安全な位置から遠隔

操作でおこなうことが望ましい。
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1年ごと， 5年

ごとぐらいに総

目次を

本誌とのおつき

あいもだいぶ占い

；古しになる。 10＇.：ド

ひとむかしという

が，この「予防時

報」が創刊されて

2～3年たったころだ。わた

くしは，よその会担で本誌を

目にし，なかなかいい雑誌だ

と感心したのだが，それから

なん日かたって，わた〈しの

局へも寄贈されているのを知

った。はなはだうかつなはな

しだが，係員の整理が悪〈 ，

わたくしの目にとまらなかっ

たのである。

さっそしそれまでのもの

を整理し，取りまとめて読み

だした。薄い雑誌ながら，内

容が充実していて，胸うたれ

る記事が多したいへん感銘

を受けた。その後，発行ごと

に個人あてに寄贈されるよう

になり，また思L、っくままに

寄稿したりして，10年の歳月

が過ぎようとしている。

10年にもなると，雑誌の冊

数もたいへんなものになる。

そこでわたくしは，そのへん

の読み捨て同様の週刊誌と同

一にされてはたいへんと，年

4冊を， 3年ごとに 1冊に製

本して保存することにした。

すでにこれが4冊できている

わけだが，こうすれば 1冊も

失なわれることはないし，い

つでも必要なときに必要な記

事が読めるので，とても重宝

している。

最近，本誌もたいへん内容

がバラエティに富み，豊かに

なった。当初は火災予防の記

事が主眼とされていたようだ

が，昨今では，火災はもちろ

ん，交通災害，風水害など人

Jj（・天災などの幅広L、防災的

傾向が強くなって，保険業務

の飛距！的発展を物語っている。

本誌も，もうそろそろ隔月刊

ぐらいにして，ページ数も倍

ぐらいに飛躍してもらいたい

ものである。

それから，毎年の最終号に

は，必ず年聞の通し目次をつ

けていただきたい。本誌40弓

の10周年記念、号の中に，手十－！，］－

の門次が総目次のかたちで出

ていたが，年目次のほかに，

5年ごとぐらいで総目次をつ

けてL、ただくことも，たL、九

んけっこうだ。こうなれば，

前に述べた製本の方法にもく

ふうができ，いっそう読みや

すくなると思う。

L、そがしL、編集氏に身勝手

な願いであるが，これも「予

防事報」のため。注文を聞い

ていただければさいわいて・あ

る。（清水忠雄・ 横浜市消防局予

防部指導課〕

軍慰旺司層圏画面開園正・

花祭りはもともと，紀元 ！’ 

前 563年おしゃかさまがヵ !I 
ピラ城で生まれたとき，天 ! 

から竜がくだってきて水を

そそぎかけ，おしゃかさま

を洗いきよめた，という故

事にちなんだ仏事で，？を仏

会（かんぶつえ〉とも言う。

しかし現在は，陽盾の4

月8日，さくらの咲きほこ

る季節に調和した，し、かに

も春らしい年中行事として

こどもたちの楽しいお祭り

となった！惑がある。

ずしの屋形に盛られたレ

ンゲの花と，甘茶のかすか

なくせのある甘味は，遠い

こどもの日をしのばせる，

なつかしい思い出である。

編 ｜；集
今年度から本誌も隔月刊にしようと，

執筆者をはじめ編集子から印刷所まで
予防時報 第 65号

後 ｜記 休HiUを調えておりましたところ‘ 2月

4日の全日航機の殴落につづいて 3月

4日， 5口にカナダ航空， BOA Cと飛行機事故が連

続しました。これはどうしても 4月号（本日〉に取り

あげなければいけない，ということで本誌の発行も少

々おくれました。つぎの号の準備はだし、ぶすすんでい

ますので， 6月発行の66号からは，発行円にはお手許

にお届けできると思います。
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